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平成24年６月20日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第２号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第４号 宮崎県港湾管理条例の一部を改

正する条例

○議案第６号 工事請負契約の変更について

○議案第７号 損害賠償の額の決定について

○議案第８号 損害賠償の額の決定について

○報告第３号 専決処分の承認を求めることに

ついて（職権調停事件に係る調

停案の受諾について）

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及

び調停について（別紙２）

・平成23年度宮崎県繰越明許費繰越計算書（別

紙３）

・平成23年度宮崎県事故繰越し繰越計算書（別

紙４）

○請願第21号 平成24年度宮崎地方最低賃金改

正等についての請願

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・東九州メディカルバレー構想 地域活性化総

合特区指定以降の動きについて

・新卒者等の就職支援について

・平成23年度 県外からのスポーツキャンプ・合

宿の受入実績について

・県北地区県営住宅への指定管理者制度の導入

について

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 中 野 一 則

委 員 押 川 修一郎

委 員 右 松 隆 央

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

商工観光労働部次長 成 合 修

企業立地推進局長 福 田 裕 幸

観光交流推進局長 安 田 宏 士

商 工 政 策 課 長 中 田 哲 朗

金 融 対 策 室 長 菓子野 信 男

工 業 支 援 課 長 田 中 保 通

商 業 支 援 課 長 椎 重 明

労 働 政 策 課 長 山之内 点

地域雇用対策室長 平 原 利 明

企 業 立 地 課 長 黒 木 秀 樹

観 光 推 進 課 長 向 畑 公 俊

みやざきアピール課長 井 手 義 哉

工業技術センター所長 勢 井 史 人

食品開発センター所長 工 藤 哲 三

県立産業技術専門校長 篠 田 良 廣

県土整備部

県 土 整 備 部 長 濱 田 良 和
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県土整備部次長
坂 本 義 広

（ 総 括 ）

県土整備部次長
大田原 宣 治

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
井 上 康 志

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 中 野 穣 治

部参事兼管理課長 江 藤 修 一

用 地 対 策 課 長 河 野 俊 春

技 術 企 画 課 長 前 田 安 徳

工 事 検 査 課 長 髙 橋 利 典

道 路 建 設 課 長 谷 口 幸 雄

道 路 保 全 課 長 永 田 宣 行

河 川 課 長 東 憲之介

ダ ム 対 策 監 上 山 孝 英

砂 防 課 長 加 藤 仁 志

港 湾 課 長 坂 元 政 嗣

空 港 ・ ポ ー ト
矢 野 透

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 大 谷 睦 彦

建 築 住 宅 課 長 伊 藤 信 繁

営 繕 課 長 酒 井 正 吾

施設保全対策監 上別府 智

高速道対策局次長 沼 口 晴 彦

事務局職員出席者

議事課主任主事 大 山 孝 治

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

ただいまから商工建設常任委員○山下委員長

会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。日程案につきましては、お手元に配付のと

おりとしておりますが、御異議ございません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○山下委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

それでは、本委員会に付託されました議案の

説明を求めます。なお、委員の質疑は、執行部

の説明がすべて終了した後にお願いをいたしま

す。

おはようございま○米原商工観光労働部長

す。初めに、お礼を申し上げます。委員の皆様

方には、先般の県内調査におきまして、県北・

県南地域の商工観光労働部関連の施設等を数多

く調査いただきました。まことにありがとうご

ざいました。

本日は、お配りしております常任委員会資料

の表紙の目次にありますとおり、平成24年６月

定例県議会提出議案及び商工観光労働部をめぐ

る最近の動きについて、３件ございますが、御

説明をいたします。

まず、資料の１ページをお開きください。本

議会に商工観光労働部から提出しております議

案でございます。議案第２号の「宮崎県におけ

る事務処理の特例に関する条例の一部を改正す

る条例」につきましては、いわゆる地域主権一

括法の成立に伴い、市町村への権限移譲に関す

る当該条例につきまして、中小小売商業振興法

の改正に伴う所要の改正を行うものでありま

す。この議案の詳細、さらには報告事項につき

ましては、担当課長及び室長からこの後、御説

明いたしますので、よろしくお願いをいたしま

す。

私からは以上でございます。
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商業支援課でございます。○椎商業支援課長

資料の１ページをごらんください。議案第２

号「宮崎県における事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例」についてでありま

す。

まず、改正理由であります。中小小売商業振

興法に基づく高度化事業計画の認定など、知事

の権限に属する事務を「宮崎県における事務処

理の特例に関する条例」に基づいて一部の市に

移譲しているところでありますが、その事務

が、「地域の自主性及び自立性を高めるための

改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」、いわゆる地域主権推進一括法の公布

に伴いまして、すべての市に移譲されるため、

同条例を改正し、当該事務に関する規定を削除

するものであります。

削除する事務につきましては、商店街整備計

画の認定等に関する事務、店舗集団化計画の認

定等に関する事務、共同店舗等整備計画の認定

等に関する事務、商店街整備等支援計画の認定

等に関する事務でありまして、条例別表、第２

条関係でございますが、18の10及び18の11、お

手元の議案書の５ページから７ページに掲載さ

れているとおりでございます。

施行期日につきましては、改正条例公布の日

でございます。

私からの説明は以上でございます。よろしく

お願いいたします。

執行部の説明が終了いたしまし○山下委員長

た。まず、議案について質疑はありませんか。

すべての市に移譲される これ○田口委員 ―

までは一部の市にということでしたが、一部の

市というのはどことどこになりますか。

この事務につきましては、○椎商業支援課長

平成19年４月から、宮崎市、都城市、延岡市に

権限を移譲しております。以上です。

市以外はどうなっているんです○緒嶋委員

か。

市以外の町村につきまして○椎商業支援課長

は、県に権限が残っております。以上でありま

す。

よろしいでしょうか。○山下委員長

なければ、次に、その他報告事項に関する説

明を求めます。

工業支援課でございま○田中工業支援課長

す。

委員会資料の２ページをごらんください。東

九州メディカルバレー構想の総合特区指定以降

の動きにつきまして、御報告いたします。

まず、１の構想に関連する主な取り組みであ

ります。東九州メディカルバレー構想につきま

しては、取り組みを促進するために、大分県と

共同で地域活性化総合特区の申請を行っており

ましたが、昨年12月に内閣総理大臣の指定を受

けたところであります。その後、同じく12月に

は、宮崎大学で医学部と工学部が連携し、医療

ニーズとテクノロジー分野を組み合わせた研究

開発を目指す「宮崎大学医工連携プロジェク

ト」が発足しておりまして、大学におきまして

も力を入れていこうという動きが出てきており

ます。

平成24年に入りましてからは、地域医療の向

上や医療機器の開発につながる研究拠点づくり

を推進するために、２月に、県と延岡市の共同

寄附によりまして、宮崎大学医学部に血液・血

管先端医療学講座を設置したところでありまし

て、ここに人工透析や血液浄化療法に詳しい担

当教授１名が配置されております。

なお、３月には、県立延岡病院に拠点スペー

スが開設されまして、４月からは、この拠点に
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助教クラスの医師１名が新たに配置されまし

て、診療及び研究を開始しているところでござ

います。

また、延岡市も、メディカルバレー構想と連

携しながら、メディカルタウン構想に取り組ん

でおりますが、２月にはシンポジウムを開催

し、また延岡市、日向市、門川町の２市１町で

医療機器産業等の振興に関する連携協定を締結

されております。

今年度になりましてからは、経済産業省の補

助事業を活用しました血液・血管医療に関する

ネットワーク形成調査事業、これを申請してお

りましたところ、４月になりまして採択という

連絡がございました。今後、医療情報のネット

ワークを形成するための基礎調査等を行うこと

としております。

また、医療機器関連産業への参入等を推進す

るために、医療機器産業研究会を組織しており

ますが、４月から５月にかけまして、日向市に

あります東郷メディキットの製造現場見学会、

あるいはセミナー、講演会等を行ったところで

あります。

企業誘致関係では、延岡市にクレアパーク延

岡工業団地がありますけれども、医療機器関連

企業などの誘致を促進するために、５月に、県

と延岡市、九電等で企業立地促進協議会を設置

しております。

また、県の企業立地促進補助金を医療機器関

連産業を初め、重点的に取り組む４分野につき

まして拡充しまして、９月１日から、雇用割単

価を県外・県内立地企業ともに大きく増額する

こととしております。

６月４日には、宮崎県、大分県の産学官関係

者で構成いたします東九州メディカルバレー構

想推進会議を開催しまして、構想の取り組みや

総合特区の進捗状況等につきまして協議を行っ

たところであります。

次に、３ページをごらんください。２の医療

機器産業研究会の取り組みについてでありま

す。医療機器産業研究会は、先ほど少し説明を

いたしましたが、（１）にありますように、県

内の産学官が連携して、企業の医療機器産業へ

の新規参入あるいは取引拡大を推進する目的

で、昨年10月に設立いたしました。会員数は、

（３）にありますように、企業34社、支援機

関11団体の計45会員となっております。４ペー

ジをごらんください。県北、県央、県南、それ

ぞれの企業に御参加をいただいているところで

ございます。詳しくは後ほどごらんいただきた

いと思います。

もう一度３ページにお戻りください。（４）

の活動状況等ですが、①のような各種セミナー

等を開催しまして、医療機器産業に関する専門

知識の向上を図っているほか、②にありますよ

うに、「メディカルクリエーションふくしま」

「ＭＥＤＴＥＣ Ｊａｐａｎ」といった医療機器

展示会への出展、商談会への参加などを行って

おります。こうした中、③にありますように、

旭化成メディカルが人工透析用の中空糸膜の工

場を増設されているほか、研究会の会長企業で

ある安井株式会社が医療機器製造業許可という

資格を取得されております。さらに、東郷メ

ディキットが、これまで県外から調達していま

した留置針の針先部分、これを日向市の自社工

場で生産する方針を発表されるといったような

動きが出てきております。今後は、昨年度から

設置しておりますコーディネーターによる支

援、あるいは薬事法や医療業界の事情に詳しい

専門家をお呼びしてのセミナーの開催などを予

定しておりまして、後に続く企業が生まれ、医
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療機器産業の集積が進んでいくことを期待して

いるところでございます。

最後に、３の総合特区に係る規制緩和、財政

支援要望についてであります。現在、関係省庁

と協議を行っているところでございますが、現

時点での状況を御説明しますと、（２）にあり

ますような規制緩和について認められましたほ

か、補助制度の採択審査において配慮されると

いうものがございます。

規制緩和で申しますと、例えば１つ目の医療

機器製造販売業許可の総括製造販売責任者の学

歴要件、経験者配置要件の緩和であります。

ちょっと専門的になりますので、内容を補足し

て御説明いたしますと、医療機器製造販売業許

可は、先ほど安井株式会社がとられました医療

機器製造業許可に加えまして、販売まで行える

という資格であります。これには薬事法で総括

製造販売責任者の設置が義務づけられておりま

して、資格としましては、大学等で物理学等に

関する専門課程を修了した後に、医療機器の品

質管理等に関する業務に３年以上従事した者と

いう要件が定められております。経営基盤の弱

い中小企業にとりまして、今申し上げましたよ

うな資格を有する人材の確保は大変厳しいもの

がありますので、大学等という学歴要件を高校

等に、それから品質管理等の業務に３年以上従

事したという経験を一定の講習受講者にするな

どの要件緩和を要望いたしました。

この件につきましては、国と協議を行いまし

た結果、我々の要望を満たす形での薬事法施行

規則の改正を行いまして全国展開するとの方針

が示されたところでございます。これによりま

して、医療機器産業への本格的な参入を目指す

中小企業にとりまして、将来的に医療機器製造

販売業の許可まで見据えましたビジネスプラン

を描くことが可能となりまして、企業の新規参

入への大きな後押しになるのではないかと考え

ております。

また、２つ目の非治験臨床性能評価制度適用

範囲の拡大であります。これも大変申しわけご

ざいません。非常に専門的な話になりまして、

わかりにくいかと思いますけれども、内容を補

足して御説明いたしますと、例えば注射針など

の比較的人体へのリスクが少ない医療機器を管

理医療機器といっておりますけれども、このク

ラスの品目というのは新規参入を目指す企業に

とりまして比較的参入しやすい分野と言われて

おります。針でいえば、安全性というのはもち

ろんでありますけれども、実際に刺したときの

痛みが少ないかどうかというのも非常に重要な

要素でございます。そのためには、実際に人に

刺してみるという試験が必要でありますが、企

業が薬事法上の一定の手続の前にこういった機

器の試験を人に対して行う場合には、大変厳格

な基準のもとで行う必要がございまして、費用

面、時間ともに多大な負担が生じる場合がござ

います。その負担を軽減できないか、国と協議

を行いました結果、例えば針を刺したときの痛

さの程度を試すために企業内で試験を行うとい

うことは、強制的ではないなど十分に倫理面に

配慮した上で可能なケースがあるという見解が

示されたところでございます。これによりまし

て、機器の開発・改良の費用的、時間的な負担

が軽減されるケースが出てくるものと考えてお

ります。

以上のような規制緩和が実質認められたとこ

ろでございますけれども、このほか（３）にあ

りますように、特区制度の支援措置としまして

利子補給金制度が準備されておりまして、この

活用が可能となっております。
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このため、（４）にありますように、まずこ

の利子補給金制度を活用するために総合特区計

画の認定を国に申請したところであります。今

後、さらに協議が調った支援措置等があれば計

画の変更申請を行ってまいりたいと考えており

ます。

今後も、構想の実現に向けましてさまざまな

取り組みを行い、医療関連産業の一層の集積を

図ってまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

新卒者等の就職支援○平原地域雇用対策室長

について御説明いたします。

ことし３月の卒業生の就職内定率につきまし

ては、前回の委員会で御報告をいたしましたと

おり、高等学校が98.3％ということで、データ

のある平成６年３月以降では最も高い内定率と

なりました。また、大学のほうも92.6％という

ことで、前年より1.3ポイント改善をいたしまし

た。それから、来年春の卒業予定者の就職活動

につきましては、大学生は既に昨年12月から各

企業の広報活動が始められまして、４月から選

考が開始されております。また、高校生のほう

は、ちょうど本日、６月20日がハローワークに

おける求人の受け付け開始日とされておりまし

て、９月16日以降の内定開始に向けまして就職

活動が本格化してまいりますことから、本日は

今年度の主な就職支援について御報告をさせて

いただきます。

資料の５ページをお願いいたします。まず、

１の求人要請でございますが、本日の高校生の

求人の受け付けを控えまして、今月の４日から

７日にかけまして、一覧表に掲げました県経営

者協会など11団体を訪問いたしまして、知事、

教育長、宮崎労働局長の連名の求人要請書をお

渡しいたしまして、求人枠の拡大ですとか求人

票の早期提出等について要請を行いました。各

団体からは、会報等への掲載等を通じまして会

員企業等に周知を図るなど協力していきたいと

いうお話をいただいたところでございます。こ

とし３月の卒業生に係る求人数は、前年より、

高校生で300件余り、大学生のほうが200件弱増

加いたしておりまして、最終的な内定率の向上

に結びついたんじゃないかなと考えております

が、今後とも、雇用推進員の企業訪問等を通じ

まして求人の確保に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、２の就職説明会についてであります

が、若年者等の県内での就職を支援するため、

宮崎労働局や市町村とも連携しながら、県内外

において就職説明会を開催いたしております。

まず、（１）の県外におけるふるさと就職説明

会は、東京、大阪、福岡の３会場で開催してお

りまして、今年度は、東京が４月14日、福岡が

５月12日、大阪が５月19日、それぞれ土曜日で

ございますが、開催をいたしました。今年度は

３会場合計で参加企業が延べ65社、参加者数

が196人ということで、参加者のうち約55％

の108人が学生で、88人が一般の求職者となって

おります。表にありますように、過去４年間で

見てみますと、今年度は参加企業は一番多かっ

たのですが、参加者は一番少ないという結果に

なりました。今後、来年度に向けまして、学生

や一般求職者に対する周知広報等について検討

してまいりたいと考えております。

次に、（２）の県内就職説明会についてであ

ります。県内就職説明会のほうは、宮崎、都

城、延岡、日南、小林、日向の６会場で開催し

ておりまして、表にありますとおり、最近３年

間では参加企業数が延べ200社前後、参加者数

は1,300人から1,400人、いずれも伸びでござい
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ますが、そういう数字で推移をいたしておりま

す。昨年度は、参加者1,348人のうち43％の581

人が学生で、57％の767人が一般の求職者という

ことで、県外説明会と比べまして一般の求職者

の割合が高くなっております。

６ページをお願いします。今年度の開催予定

でございますが、今年度は８月６日から17日に

かけて開催することにいたしておりまして、現

在、参加企業の募集を行っております。現時点

で71社、各会場に参加する数も合わせますと、

延べで121社の御応募をいただいているところで

ございます。今後は、一人でも多くの方が参加

いただきますよう、周知広報に努めてまいりた

いと考えております。

次に、（３）の大学等就職面接会、こちらは

宮崎労働局が主催いたしまして、６月29日にシ

ーガイアで実施するものでございまして、対象

者は、大学、短大、高専、専修学校などの卒業

予定者、または卒業後おおむね３年以内の未就

職者でございまして、こちらは履歴書を持参し

ていただいて面接を実施するというものでござ

います。こちらのほうは現時点で118社が参加予

定ということになっております。

次に、３の今年度の新規事業でございます

が、県内企業インターンシップ等推進事業につ

いてであります。この事業は、大学生等に県内

の中小企業等の魅力をより理解していただい

て、県内での就職を促進するということで、イ

ンターンシップの支援や企業見学会、中小企業

の採用力強化のためのセミナーなどを実施する

ものでございます。インターンシップは、県内

の中小企業等で１週間程度の職場体験を実施す

ることといたしまして、大学生等150人程度の参

加を予定しております。企業見学会は、県内企

業数カ所をバスで回りまして、業務を見学した

り、担当者の話を伺うというようなことを考え

ておりまして、100人程度の参加を予定いたして

おります。それから、採用力強化セミナーは、

企業経営者ですとか人事の専門家等を講師に迎

えましてセミナーを行うもので、県内企業の人

事担当者など30人程度の参加を予定しておりま

す。

最後に、４の若年者人材育成就職支援事業に

つきましては、人材派遣会社に委託いたしまし

て、若年者を雇用して座学による研修と民間企

業での職場実習を実施して人材育成を図るとと

もに、実習先での直接雇用を目指すものでござ

います。事業は、緊急雇用基金を活用いたしま

して昨年度から実施いたしておりますが、昨年

度は、表にございますように、人材派遣会社５

社に委託いたしまして、196人の研修生のう

ち187人が職場実習を行いまして、そのうち61.5

％の115人が直接雇用に移行をいたしておりま

す。今年度は、７社に委託しておりまして、昨

年度以上の実績に結びつけたいというふうに考

えております。

新卒者の就職支援につきましては、各学校で

すとかハローワークでの支援が中心となります

けれども、我々といたしましても、今後とも、

教育委員会や労働局と連携を図って、効果的な

就職支援に努めてまいりたいと考えておりま

す。

説明は以上でございます。

平成23年度の県○井手みやざきアピール課長

外からのスポーツキャンプ・合宿の受け入れ実

績について御説明させていただきます。

委員会資料の７ページをごらんください。ス

ポーツキャンプ・合宿の受け入れ実績につきま

しては、県内すべての市町村に加えまして、選

手等の宿泊施設などから、団体ごとの参加人数
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や滞在期間等を御報告いただいておりまして、

それらをもとに県のほうで集計、分析した結果

を毎年公表させていただいております。

まず、23年度について御説明申し上げま

す。23年度 23年４月から24年３月までの年―

間を通しての状況でございます。プロ野球、Ｊ

リーグなどのプロと、社会人、学生などのアマ

チュアを合わせまして1,115団体、参加人数２

万7,951人、参加人数に滞在日数を乗じた延べ参

加人数につきましては、16万6,492人でありまし

た。表の下の主なポイントのところに記載して

おりますけれども、いずれの数値も、口蹄疫、

新燃岳の噴火などの影響を受けました22年度の

実績を上回っておりまして、延べ参加人数につ

きましては、このデータをとり始めた平成５年

度以降、過去最高という数値になりました。種

目別の延べ人数、参加人数を見ますれば、サッ

カー、陸上などで増加しているのが見受けられ

ました。時期別でございますが、７ページの一

番下に棒グラフで示しております。７月から９

月の夏、１月から３月の春の時期で昨年度を上

回っておりました。

続いて、資料の８ページでございます。春季

キャンプ、24年１月から３月の状況でございま

す。これは、７ページの23年度全体の実績の中

の内数でございます。団体数につきましては、

プロ、アマチュアを合わせまして430団体、参加

人数は１万1,482人、延べ参加人数８万7,504人

で、いずれも昨年実績を上回ることができまし

た。主なポイントでございますが、Ｊリーグは

過去最高の23チーム、Ｊリーグ全体で40チーム

でございますので、その半数以上に宮崎でキャ

ンプしていただいております。加えまして、韓

国のプロサッカーチームも２チーム、キャンプ

を行っております。また、観客数につきまして

は、福岡ソフトバンクホークスの歓迎パレード

や広島東洋カープの日南キャンプ50周年記念事

業、さらにはオープン戦も３試合行われました

ことなどによりまして、観客数48万1,000人と、

昨年実績を上回っております。

次に、（２）の経済効果でございます。キャ

ンプ参加者や観客の方々の宿泊料、また旅行雑

費など、そのようなものがもたらした経済効果

につきまして、その波及効果を含めまして80

億3,200万円と試算しております。また、テレビ

の全国ネット放映や新聞記事への掲載をＣＭ広

告料金に換算しましたＰＲ効果、これにつきま

しては66億2,500万円と試算いたしたところでご

ざいます。団体数、参加人数、観客数と、全体

の数字がふえる中で、経済効果、ＰＲ効果につ

きましても、昨年を上回る実績となっておりま

す。

その次の９ページには、平成24年春季のプロ

スポーツキャンプの状況といたしまして、プロ

野球、Ｊリーグ、韓国プロサッカーチームにつ

きまして、チーム名、キャンプ地、期間等を一

覧にまとめて載せております。表の左側に○と新

表示してある欄は、23年度から新規に宮崎で

キャンプを行っていただいたチームでありま

す。

また、10ページには、キャンプ・合宿の通年

分及び春季キャンプ分の受け入れ実績の推移を

示した表を添付しております。後ほどごらんい

ただきたいと存じます。

このように、スポーツキャンプはスポーツラ

ンドみやざきづくりの中核を担っておると考え

ておりまして、本県の経済活性化や全国への情

報発信に大きく貢献しているものと考えており

ます。スポーツランドみやざきの一層の推進の

ために今後も積極的に取り組んでまいりたいと
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考えております。

報告は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○山下委員長

た。その他報告事項について質疑はありません

か。

５ページの就職支援についてなん○右松委員

ですけれども、就職説明会は、今、担当室長が

さらりと説明されましたが、県外３会場で就職

決定者数で割合をやりますと、21年度が1.2

％、22年度が3.9％、23年度が0.8％ということ

で、100人に１人も採用されていないという現状

があります。県内６カ所を見ても、それぞれ2.8

％、4.7％、5.6％と、かなり低いというふうに

私は認識しているんです。確かに、雇用する側

とされるほう、いろいろ要因があろうかと思う

んですが、ちょっと何点かお伺いしたいんです

が、参加企業数なんですけれども、これは分野

別にはどういうふうな状況になっているんで

しょうか。

まず、昨年度の県内○平原地域雇用対策室長

のほうの参加企業数でいいますと、参加実数

が175社なんですが、そのうち医療福祉系の企業

が35社、卸小売業が28社、製造業が25社、その

他に分類されないサービス業が21社、金融保険

業が16社などとなっております。それから、昨

年度のふるさと就職説明会の参加企業数が実

数34社でございますが、多い方から申し上げま

して、卸小売業が８社、その他に分類されない

サービス業が７社、製造業が６社、情報通信業

が５社などとなっております。

今の説明で数字が参加企業数で実○右松委員

質34社というのは、ふるさと就職説明会の23年

度の53に対して実質34ということですか。

ふるさと就職説明会○平原地域雇用対策室長

も県内就職説明会も複数の会場で行っておりま

すので、１会場だけ参加する企業もございます

し、全部参加する企業もございますので、全体

の数としては延べ数でとっておりますが、大体

平均すると、県内でいうと実数の２倍ぐらいの

延べ参加社数になっていると思います。

就職説明会の参加者数が、先ほど○右松委員

県外は55％が学生、108人、県内６カ所は43％が

学生ということは、中途採用が中心なのかなと

いうふうに思っておったんですが、新卒もやは

り含まれるという中で、就職決定者数という数

を見ると、これはうがった見方かもしれません

が、やはり見ばえをよくするために参加されて

いる 例えば採用するという意識をしっかり―

持った企業がどれほどいるのかなというふうに

思ったりするんですけれども、説明会に参加す

る企業の要件というのはどういうふうになって

いるんでしょうか。

参加企業につきまし○平原地域雇用対策室長

ては、県内での勤務の事業所を持っていること

と、実際に求人というか、採用を予定している

という企業を募集しております。

その割には、予定している割に○右松委員

は、100人参加して１人も採用されないというの

は、かなりやはり低いのかなというふうに思っ

ているんです。そのあたりのことをどのように

企業側に伝えておられるのか、これは別に答弁

は結構ですが、やはりこのあたりのもう少し要

因を精査していく必要があるのかなと思ってい

るんですが。

現在の就職活動は、○平原地域雇用対策室長

インターネットの普及などによりまして、非常

に全国規模で多様な就職活動が、求人活動も一

緒でございますが、なされておりまして、１人

で何十社もエントリーして面接を受けるという

ようなことをやっておるということで、この就
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職説明会だけで就職まで結びつくというのは非

常に難しいという面はございます。ただ、言わ

れるように、我々としては県内企業を知っても

らって県内での就職に結びつけるという目的は

ございますので、特に県外はそうですが、就職

者数が非常に低い水準にとどまっていると思っ

ておりまして、我々が直接、会社と求職者を結

びつけるわけにはいきませんので、参加者数を

できるだけふやすということが基本的な課題だ

というふうに認識しておりますので、今後と

も、周知ですとか広報のやり方を検討して、一

人でも多くの方に参加していただけるように努

力してまいりたいと考えております。

やはり就職説明会の意義という○右松委員

か、目的というか、マッチング、ある程度成功

率もしっかりと頭に入れながら、いろいろと動

いていただければといいのかなと思っていま

す。

それから、最後にしますけれども、シーガイ

アで労働局が主催で大規模にやっていますね。

私も１～２回見に行ったことがあるんですが、

昨年度の実績を簡単に教えてもらえればありが

たいです。参加者、企業数。

昨年度は98社で552人○平原地域雇用対策室長

の参加と聞いております。就職者数については

ちょっと把握いたしておりません。申しわけご

ざいません。

わかりました。ありがとうござい○右松委員

ました。

最初の求人要請でありますけれど○押川委員

も、６月４日から７日ということでやられたよ

うでありますけれども、求人枠の拡大について

でありますが、現在、11団体 近々の就職を―

されている方の人数がわかればお教え願いたい

と思いますとともに、求人枠の拡大、どのくら

いの要望ということでされておられるのか、わ

かればお聞きをしたいと思います。

申しわけございませ○平原地域雇用対策室長

んが、この団体で何人というのは把握をいたし

ておりません。具体的に何人という話はしてお

りませんで、できるだけ求人枠を拡大してくだ

さいというのと、県内、中小企業が多いもので

すからなかなか計画的な採用ができないという

ことで、どうしても求人の出る時期が遅くなり

ますと県外からの求人のほうが早いということ

で、そちらが早く決まってしまって県外に出る

というようなケースもあると聞いておりますの

で、できるだけ早く出してくださいというお願

いをしているところでございます。

わかりました。そういう意味では○押川委員

早期提出等ということで、早目にそういったも

のを出してほしいということの要望と要請とい

うことでよろしいですね。

それから、プロ野球キャンプの状況でありま

すけれども、特に９ページのプロ野球５球団、

これは12球団中でありますけれども、気になる

のが、本県はプロ野球キャンプの開催が多かっ

たというふうに思うんですが、巨人軍について

も、一軍も沖縄と半分あたり分けてやられると

いうことになりますし、やはりプロ野球の、特

に巨人軍あたりが本県でキャンプをされるとい

うことは相当の効果があるというふうに思いま

す。今後の巨人軍の動向、あるいは今まで本県

で開催していた他球団を呼び戻すような取り組

みとか、そういうものはないのか、お聞きをし

ておきたいと思います。

巨人軍の一軍が○井手みやざきアピール課長

２月後半、沖縄のほうでキャンプをしておる状

況についてでございますが、経済波及効果は非

常に大きいと私どもも見ております。試算の中
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ではそれぞれの球団ごとの経済波及効果という

ようなものは算出しておりませんので、具体的

な数値は申せませんが、確かに巨人軍につきま

しては観客数も非常に多うございますので、大

きなものがあろうかと存じております。

実際、プロ野球球団がキャンプ地を選定する

条件といたしましては、まずは、気温、降水量

が少ない、日照時間に恵まれているなどといっ

た気象条件ではないかというふうに見ておりま

す。その上で、球場、室内練習場、ブルペンな

どの練習施設の環境と、加えまして選手の皆さ

ん方、コーチの皆さん方がお泊まりになる宿泊

の施設、このようなものを総合的に評価をされ

てキャンプ地を選定されているというふうに考

えております。

それを考えますと、本県の練習環境を見ます

れば、総合運動公園、県を初めとしまして、宮

崎市、日南市、西都市あたり、それぞれの地元

受け入れ市が施設整備にも力を入れていただい

ておりまして、練習施設の環境そのものについ

ては沖縄県と比べて遜色はないのではないかと

思っております。ただし一方、気象条件を考え

ますれば、平均気温がやはり宮崎に比べて沖縄

のほうが７～８度高いと聞いております。ただ

し、雨と申しますか、天候不順ではないかとい

うふうなお話も一方で聞こえてはくるんですけ

れども、何はともあれ、２月の後半、多くの球

団が沖縄県のほうでキャンプを行っておられま

して、実戦形式の、いわゆる練習試合が組みや

すい、そういう練習環境が整っているというの

が２月後半に集まっている理由ではないかとい

うふうに分析をしております。

県としましては、キャンプをどこでどのよう

に実施するかということに関しましては、球団

がそのチームを強化する上でどこが一番いいの

かということを考えて決められるというふうに

考えておりますので、なかなかこれといった手

だてはないんですが、練習の施設環境につきま

しては、球団のニーズをしっかりとらえて、充

実したキャンプが実施できるようにそういう施

設を整えるというのが第一かと。加えまして、

先ほど申しました練習の環境を広くとらえまし

て、練習試合ができるような環境も含めまし

て、いろいろできることはないか、考えていか

なければならないというふうに問題意識を持っ

ております。加えまして、お願いと申します

か、プロ野球キャンプに来ていただくというこ

とに対して、もてなしの気持ちを持って迎えて

いただくということも非常に大事かなと思って

おりますので、今後ともよろしくお願いしたい

と思っております。以上でございます。

もちろん、球団が選ぶことであり○押川委員

ますから、そのことまで皆さん方にどうのこう

のじゃなくて、やはり宮崎で練習試合ができる

環境を整えるということが大事であって、その

ためには、今言われるように、県が球団側と接

しながら、やはり宮崎に来てもらうあるいは

残ってもらう、そういう運動というものを持っ

ていかないと、任せっきりであれば、ほぼ沖縄

にとられるということが、我々はやっぱり心配

でありますから、そういうことをきちんとやっ

てほしいということです。反面、Ｊリーグにお

いては40チームある中で23チームが本県であり

ますから、ありがたいなというふうに思います

し、やっぱりこういう環境というものを整えて

いくことがプロ野球の球団をふやす方向にも

なっていくというふうに思いますので、今後

は、そのあたりもきっちりやっていただきます

ようにお願いをしておきたいと思います。

御指摘ありがと○井手みやざきアピール課長
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うございます。本当にそのとおりだと思ってお

りまして、現在、地元市町村を含めて、今後ど

ういう対策がとれるのか、その辺を詰めて意見

の交換をさせていただいておるところでござい

ます。一生懸命取り組んでまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。

２点ほどお聞きしたいと思った○中野委員

ら、押川委員が全く同じことを質問しました。

重複するところもあるかもしれませんが、まず

新卒者の就職支援、11団体に求人要請をされた

ということですが、昨年のデータでいいんです

けれども、実際の求人数と応募者数、できた

ら、何倍ぐらいの人がそれぞれ来ているのかな

というのを知りたいんです。ぜひ調査して教え

てください。お願いいたします。

森林組合連合会、非常に木材価格が下がって

厳しい環境ですね。要請されたんですが、果た

してここが本年度はどのくらい求人されるの

か、あるいは建設業界は久しく厳しい環境です

けれども、どのくらいこの管内の求人があるの

か、その辺もあわせて こっちはわかってい―

ますね。まずはそれからお聞きしたいと思いま

す。

最初のほうの求人と○平原地域雇用対策室長

申しますのは、この団体でという趣旨でしょう

か。

団体をまとめて、それぞれ傘下の○中野委員

ところにいろいろするんでしょう。その数字を

教えてください。例えば、ＪＡ中央会であれば

関係する団体があって、だから中央会にお願い

されたんだと思いますよ、個々のＪＡに聞くん

じゃなくて。傘下とされるところの数字がどの

くらいあって、その応募者はどのくらいあった

のかを知りたいんです。倍率がどのくらいかと

いうことを知りたいと思いますので。

まず、先ほど申しま○平原地域雇用対策室長

したように、全体でどのぐらい求人があってと

いうのを把握いたしておりません。申しわけご

ざいません。それから、森林組合と建設業協会

についても、個別にここで何人というのは把握

していないところでございます。

室長、今、中野委員の言われた○山下委員長

のは、それぞれ要望先の中の、11団体の中の組

織のまとまった代表ですから、その分野ごとの

募集がどれぐらい来ているのか、その辺は教え

られるんですか。数字が出せますか。わかった

ら後でまた出していただくといいと。そこを

はっきりしておいてください。

後日でいいですよ。○中野委員

個々の団体でという○平原地域雇用対策室長

わけじゃございませんが、例えば農林業の新規

求人がどのぐらいですとか、製造業がどのぐら

いですとか、これはハローワークの数字です

が、把握をいたしております。

あなたたちはおかしいことを言い○中野委員

ますね。こういうところに要望するということ

は、そこの傘下にいかにして要請したことを流

すか、そこから傘下のところに、強力に求人し

てくれ、募集してくれということをお願いした

くてこの11団体に行かれるんでしょう。ここだ

けで済むような話だったら回らんほうがましで

すよ。これは単なる団体のトップの団体だか

ら。やはりそこに行くということは、それぞれ

そこに加盟しているとか、傘下の、あるいは関

係するところまで、県がどうしても求人をして

くれということを要望されているんだと思うん

です。だから、その結果もやっぱり吸収して、

その辺のことを毎年、例えば木材であれば、こ

ういう環境になったが、次はどうなるんだろう

かとか、そういうことをしんしゃくしながら、
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また明くる年には、次の要望するときにはいろ

いろまた考慮してお願いに行くべきだと思うん

です。末端まで 末端という言葉はおかしい―

かもしれんが、浸透するような要請というのは

していないということですか。

会報等で周知をお願○平原地域雇用対策室長

いしているんですが、具体的にどのぐらいこの

団体でというのは今まで把握しておりませんで

したので、把握ができるかどうかも含めて団体

とも話してみたいと思います。

そのあたりは把握して、強力な指○中野委員

導をして、なるだけ一人でも多く求人ができる

ように要請するのが行政の責任じゃないですか

ね。教育委員会も一緒に回られたと思うんです

けれども、一生懸命個々の企業にも行っていろ

いろ働きかけているということを去年は教育長

から聞きましたが、商工観光労働部としてはそ

の主管たる部だからぜひ ただお願いばかり―

して後の把握をしなかった、これは初めて聞い

てびっくりしました。その辺までちゃんと情報

もフォローして、結果もフォローして、そして

実はこうこうだったと、求人が少ないようなと

ころにはもっとお願いするとか、やっぱりそれ

ぐらいの働きかけをしてしかるべきだと思いま

すが、そのぐらいのデータは把握するのが当然

じゃないですか。

ちょっと待ってください。今、○山下委員長

中野委員が言っておられるのは、11団体、組織

代表がありますね。例えばＪＡの中央会だった

ら13の農協があるんですかね。例えば都城農協

とか、宮崎農協とか、そこの募集状況はどう

なっているのか、その辺までは把握しているか

どうかを今言っておられるところなんですが、

例えば宮崎県商工会連合会だって県内に20何ぼ

商工会組織があるんですかね。その辺までの要

請と、就職内定とか、その辺まで把握した活動

実績のデータとかあるんですかということを聞

いておられるんですが、答弁できないですか、

その辺は。

ないということだから、後日でい○中野委員

いんです、後でも。私は、さっき押川委員が質

問したときに、そのぐらいのデータは 同じ―

ことを聞こうと思ったんですよ。そのぐらいの

データはあるものだと思って、先に質問したな

と思っていたら、「ない」という答弁だったか

ら、では、後日でもいいからいただきたいと。

そうしたら、あんたがこことかですか、何とか

と、変なことを言うから……。傘下のところ、

関係するところを含めたデータ、その辺から宮

崎県の求人状況はどうだということを何とか把

握して、そして行政的な指導をしていくという

のが宮崎県という行政のあるべき姿だと私は思

うんです。いつも雇用雇用、企業誘致というこ

とばかり言っている割には、初めて知ってびっ

くりしました。そういう把握もしていないとい

うことに驚きですよ。

確かに、この団体に○米原商工観光労働部長

要請をしまして、私自身もこういう要請をして

きて、教育委員会のときからしてきていますの

で……。団体に、会員の方々にぜひ周知をお願

いして、いろんな場面でお伝えいただきたいと

いうことでお願いをしております。ただ、御指

摘のように、結局その団体としてどれだけだっ

たかというのは把握しておりませんので、その

あたりどの程度把握できるかというのも含めて

検討させていただきます。というのが、いろん

な団体に幾つも入っている会員の方もいらっ

しゃいまして、中央会に入って、商工会に入っ

て、例えば工業会にも入っているとか、そうい

う複数の団体に入っているところもありますの
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で、ＪＡとかはお願いをして多分把握できると

思いますが、そのあたりの重複とかあろうかと

思いますので、可能な限りお願いをして、把握

していきたいと思っております。そのあたりは

検討させていただければと思います。

重複しているところもあるでしょ○中野委員

う。回を重ねるときに、その精度を高めていっ

て、重複しているところは、こういう調査の場

合はこっちのほうで回答するとか、いろいろと

県がうまく指導していけば、ことし、来年、再

来年というふうにかなり精度がしていくと思う

んです。また、この11団体のほかも、例えば医

師会とか、病院がたくさんありますね。そうい

うところが、これはどこに入っているか、経営

者協会に入っているのかどうかわかりません

が、そういうところもまた掘り起こして、いつ

も11団体じゃなくて、漏れているところがあれ

ばそれも加えるとか、そして毎年毎年把握する

形で年次的な比較ができたりして、一つのバロ

メーターとして非常にいいものになると思うん

ですが、ぜひお願いいたします。なるだけ早

く、最初から精度の高いものは ないものを―

急に求めるわけだから、精度は悪くても、年次

ごとに精度を高めていって、何か一つのデータ

として、いつも誇らしげにこういうデータを委

員会ごとに報告するぐらいの担当部にしてくだ

さい。お願いいたします。

続きます。プロ野球の件です。プロ野球とい

えば、我々、「巨人・大鵬・卵焼き」で育った

年代からすれば巨人ですよ、巨人。それが一軍

は一番短いでしょう。私は、沖縄の巨人キャン

プの場に、おととしだったか、びっくりして行

きました。調査というわけじゃなかったけれど

も、行ったんです。そこの熱の入れようは大変

なものです。さっきは、聞いておけば、これも

また消極的な発言で、何かプロ野球はプロ野球

でして、お願いとかいろんなことを市町村と組

んだり、いろんな観光団体と組んだりして何か

されているのかと思えば、これもまたされてい

ないようなふうにさっきの答弁は聞こえまし

た。もっと積極的に もう風前のともしびで―

すよ、巨人軍の一軍のここは。そのぐらいの認

識で せっかく木の花ドームは巨人軍のため―

につくったんですがね。あそこの球場も、あの

ときは監督は長嶋さんだったか、あの人に頼ん

で球場もつくったのに、こういう状況ですよ。

施設をつくれば来る時代じゃないですよ。観光

という目線から見れば、やっぱり積極的に、入

れかわり立ちかわりいろんなことを呼びかけて

お願いするということの繰り返しをしなけれ

ば、すべてのプロ野球が、そしてまたＪリーグ

も40チームの23と今、威張っているけれども、

これもやがて減るかもしれませんよ。今は一番

いい時期で、これにこしたことはないけれど

も、やっぱりその辺のことは前向きに積極的に

やっていただきたい、こう思います。

それから、県外からのキャンプ、23年度

に1,115団体も来たということはびっくりする数

字で、本当かなという懐疑的な面も、よう調べ

たものだなと思うんですけれども、逆に、これ

だけの人が来たということは、宮崎県にもかな

りたくさんのこういうスポーツチームがあると

思うんです。では、宮崎県のチームはどこに

行っているのか。県内に行っているのか。県内

だから日帰りでいつも帰っているということか

もしれませんが、ひょっとすると泊まりやらす

るかもしれない。できたら宮崎県のチームは外

に行くんじゃなくて内輪に泊めて、練習試合、

いろいろ含めてすることもいいだろうと。県

民100万泊運動、あれは知事のマニフェストでも
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ない。公約でもない。政策提言というあいまい

な公約みたいな公約をひっ提げて立候補された

知事だけれども、あの中身は、100万泊を目指す

かと思っていたら、100万泊運動と。運動体とし

ての100万泊だけれども、やはりできたら100万

泊をクリアしてもらわないかん、それ以上せな

いかんという面から見れば、宮崎県のチーム、

その辺の動向というものは調査されていないも

のかどうかをお聞きしたいと思います。

いろいろ御指摘○井手みやざきアピール課長

ありがとうございます。巨人軍に関しては、私

どももできる限りしていかないといけないとい

うふうに思っております。足りていないという

御指摘もあろうかと思いますけれども、どのよ

うな取り組みをしているか、ちょっとだけお話

しさせていただければと思います。テレビ等で

ごらんになっているかとは思いますけれども、

春季のキャンプ時におきましては、知事のほう

から県産品ということで宮崎牛を贈呈しており

ますし、近年だとオープン戦の始球式でありま

すとか、ファーム交流戦で歓迎の意を込めまし

てごあいさつを申し上げたりしております。も

ちろん、それぞれのチームに、ほかのチームに

もございますけれども、協力会という形をつ

くっておりまして、商工団体の方々も一緒に入

りまして、歓迎のセレモニーだとか応援に一緒

に行くとか、そういうことをやっております。

今年度になりまして、私と、ここにおります観

光交流推進局長が、人事異動がございましたの

で、すぐに球団本部のほうにごあいさつに上が

りまして、施設等について何かございませんか

というような御要望もお聞きして、今その対応

を検討しているところでございます。できるだ

け球団のほうに出向きまして、いろんな御要望

等あれば聞いてくると。何とかこたえようと努

力をしていこうとしております。ちなみに、今

月30日には、東京ドームでの巨人戦に知事も参

る予定でございます。ごあいさつと、また宮崎

に引き続きお願いしますというようなことを言

おうということで予定しております。加えまし

て、西武のほうにも日南市長が行かれまして、

そちらのほうには私も参りまして、県内キャン

プの延長のお願いをしておこうと思っておりま

す。

県内のチームの県内での合宿についてでござ

いますが、それぞれの市町村がそれぞれのスポ

ーツ施設について、そういう合宿・キャンプ誘

致のために整備をされております。野球場が一

番大きいかと思いますけれども、テニスコート

でありますとか、Ｊリーグも使っているような

芝生が入ったグラウンドでありますとか、これ

につきましては、県のほうからも補助事業をつ

くっておりまして、市町村がやられる場合には

幾ばくかの補助をしまして、合宿の誘致に結び

つけるようにお願いをしているところです。も

ちろん、その施設につきましては、県内のスポ

ーツチームも使われていると思います。ただ、

県内でのスポーツ合宿、県内のチームが入って

きたときのスポーツ合宿の団体数でありますと

か、参加人数でありますとかというところまで

今のところ県としては把握しておりません。ま

た、今後、数字を確認してまいりたいと思いま

す。以上でございます。

巨人軍のことだけじゃなくて、す○中野委員

べての球団、Ｊリーグも含めて、そういう形で

トップセールスということも含めて、ひとつ部

を挙げて今まで以上のことをやってほしいと思

います。そうしないと沖縄に負けますよ。我々

がすることがあれば、どんどんどんどん我々に

も投げかけてください。頑張ります。よろしく
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お願いします。

それから、県内のスポーツチームが県外に行

かないように、時には行って練習試合をせんと

いかんと思いますが、できたらこっちのほう

で、よそからたくさん来るわけだから、合宿も

含めてやって、県民100万泊運動の一番いい材料

になると思うんです。そういうことでしてくだ

さい。

それから、さっきから答弁を聞いていると、

市町村が市町村がと、どこかの瓦れき問題じゃ

ないけれども、市町村ばかり言う癖が最近、知

事以下出てきましたね。それはだめですよ。県

が主体的に、県が市町村をリードしてやって、

宮崎県はどうだというスタイルでやらんとだめ

だと思いますよ。ぜひお願いします。まさか、

知事ばかりかと思ったら、職員もそうだったか

らびっくりしました。よろしくお願いしておき

ます。以上で終わります。

私のほうから１点、今、中野委○山下委員長

員の質疑の中で、観光交流推進局長やら一緒に

巨人軍のところに行かれたということなんです

が、感触 何か要望とか、本県のするべきい―

ろんな課題というものが出てくるものですか。

もしあったら何かお出しいただくと、せっかく

ですから。

４月に参りまし○井手みやざきアピール課長

たけれども、ちょうどキャンプが終わったばか

りで、キャンプが終わりますれば、現場のグラ

ウンドキーパー、グラウンドの調整をする方々

だとかスタッフ陣とそれぞれ球団のほうでは意

見交換をされているようです。その場で出まし

たような、例えば芝がもうちょっとよくなれば

とか、球場の中の施設、この辺をもうちょっと

手を入れてほしいだとか、そういうような細か

なお話がございました。そういうものを全部拾

い集めて再度、球団とこういうことをやってい

きましょうというようなお話をさせていただく

ことになっております。

メディカルバレー構想の件でお聞○田口委員

きします。先ほど説明がありまして、地域活性

化総合特区に係る規制緩和、財政支援要望が行

われて、幾つか認められたというお話がござい

ました。その中で、継続して今後も引き続き、

このような規制緩和、財政支援についての協議

が行われるのか、まずそれを１点、確認させて

ください。

先ほど申し上げましたよ○田中工業支援課長

うな規制緩和のほかに、まだ各省庁と協議を

やっているものがございます。これも引き続き

協議を行いながら、できるだけ我々の要望が実

現するような形で頑張ってまいりたいと思って

おります。

その我々の要望事項というのは、○田口委員

宮崎県独自のものがあるのか、大分県と宮崎県

共通して一緒に規制緩和の要望を出しているの

か、どちらなのか教えてください。

これは宮崎県、大分県両○田中工業支援課長

方で共通した要望でございます。

先ほどの中で幾つか要望が認めら○田口委員

れたということでしたが、実際一番要望してい

たものは認められているのか。規制緩和の中で

一番やってほしいというものは、逆に言えば何

なのか、それが認められたのかどうかを教えて

ください。

要望しておりました中○田中工業支援課長

で、要望を上げるに当たって、医療機器メーカ

ーとか大学とかいろいろ御意見を聞いた上でこ

の要望を上げておりますけれども、例えば先ほ

ど御説明しました医療機器製造販売業許可の要

件の緩和、これにつきましても医療機器メーカ
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ーからも非常に要望がございましたし、２つ目

の被治験臨床性能評価制度適用範囲の拡大につ

きましても、医療機器メーカーのほうからかね

てから要望が強かったものでございます。こう

したものが協議の結果、認められたということ

は、非常に大きなポイントではなかったかと

思っています。

私も延岡でシンポジウムに何遍も○田口委員

出て、いろんな要望を聞いてまいりましたが、

その中でよく出たのが、まず薬事法で医療機器

をやるというのは今の時代に何なんだという声

も出ておりました。それともう１点が、これは

中島社長もよく言っていましたが、要するに役

所からの許認可というか、オーケーが出るまで

の期間が非常に長い、だから日本では待ってい

られないのでアメリカに出すんだというような

こともございましたが、スピーディー化といい

ますか、そういう要望は出しているんでしょう

か。逆に、その対応というか、向こうからの反

応はどういうところなんでしょうか。

いわゆるデバイスラグと○田中工業支援課長

言われるもので、日本が諸外国と比べて審査の

期間が非常に長いというものでございます。こ

れは私どもの特区でも要望を出しております。

しかしながら、デバイスラグの問題は特区だけ

じゃなくて全国的なものでございます。厚生労

働省のほうも、今の審査委員を順次増員をして

努力されているところでございまして、今回、

我々もいろいろ協議をしましたけれども、特区

だけ早くするというのは、日本全体を考えてみ

ると、それは難しいということで、残念ながら

この要望につきましては、特区に関しては認め

られなかったところでございます。ただ、今、

厚生労働省のほうも順次計画をつくりまして、

審査委員の増員というのを図っているところで

ございます。審査期間につきましても、短縮化

を図っているところでございますので、これは

オールジャパンという形で我々もまたいろんな

御意見をしていきたいと思っております。

それから、もう１つ、医療機器が薬事法の中

でいいのかという御意見もございました。これ

につきましては、今、薬事法と医療機器を分離

して新しい法律をつくろうという動きもござい

ます。国のほうでも、将来的には法律を別にし

ようという考えがございますけれども、まずい

ろんな省令とか政令等の改正によりまして、医

療機器については薬事と別の取り扱いをすると

いうような方向であるというふうにお伺いして

おります。以上です。

スピーディー化に向けてというの○田口委員

は最近少しずつ変わってきつつあるというの

が、私も読んだ書籍なんかにいろいろ書いてあ

るものがありまして、アメリカの会社が逆に日

本に申請して、それが非常にスピーディーに

なったというので、そういう意味では今後、期

待をしたいと思っております。メディカルバレ

ーの話はこれで終わります。

もう１点は、先ほどからジャイアンツの話が

いっぱい出ておりますけれども、前回、ＷＢＣ

のワールド・ベースボール・クラシックです

か、あのキャンプが宮崎で行われましたね。あ

のときはイチローが来たりしておりまして、私

も行こうとしましたら、余りにも多過ぎて、入

れそうもなくて途中で帰ってきました。今、こ

の取り組み、次のキャンプに向けての状況はど

のような状況でしょうか。

ＷＢＣ日本代表○井手みやざきアピール課長

の動向でございますが、現在のところ、まだ日

本がＷＢＣに正式に参加するという表明がなさ

れておりません。日本プロ野球機構のほうがや
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ることなんですけれども、実態としましては、

ＷＢＣの事務局と条件面でいろいろと交渉をさ

れていると。それに対してプロ野球機構の選手

会のほうがまだ参加に賛成をしていないという

ようなお話みたいです。日本プロ野球機構と選

手会との交渉がまとまり次第、参加を表明する

というような状況というふうに見られておりま

す。ということで、いつ参加表明があるかとい

うのはまだ今のところはっきりしませんが、県

といたしましては、日本がＷＢＣに参加すると

いう表明をしたら、すかさず宮崎にぜひキャン

プを、代表チームの合宿・キャンプをお願いし

たいという表明をする準備を進めております。

前回のときのＷＢＣが宮崎県の働○田口委員

きかけで来たのか、向こうのほうで勝手に決め

てくれたのかわかりませんが、多分出るものと

いうつもりで、決定する前にでも少し接触を

持っておくべきだと思いますので、そのあたり

も検討していただきまして、ぜひ宮崎でまた

キャンプしていただくように働きかけをお願い

いたします。以上です。

メディカルバレー構想だけれど○緒嶋委員

も、これは構想だけで終わってはいかんわけで

す。具現化せないかん。1,000どれだけの雇用と

かいうことをいろいろ言われました。今のとこ

ろ、この構想に基づく、何というか、感触から

いって、規制緩和とか財政支援とか、いろいろ

条件緩和も整いつつある中で、このことに関し

ての企業としての動きはかなり出てきたわけで

すか。

企業の動きでは、先ほど○田中工業支援課長

３ページの③のほうに少し例示をさせていただ

いておりますけれども、中核企業としまして

は、本県には旭化成メディカルというのがござ

います。ここは昨年は研究所のほうを延岡の岡

富地区につくられまして、今こういった医療機

器関係の研究をそこに集約されております。そ

れから、中空糸膜の工場の増設をされるという

ことで現在建設中でございます。東郷メディ

キットも、今までは県外に100％出していました

針先部分、これを日向市にあります自社工場で

つくられるという方針を発表されまして、ここ

ら辺も今までは倉庫として使われていた前の工

場を使われるということですので、生産、それ

から雇用のほうも期待できるのではないかと考

えております。また、地場企業につきまして

も、先ほど申し上げました安井株式会社が医療

機器製造業の許可をとられました。これまでこ

の企業は、いわゆる部材、部品の部分をつくっ

ておられましたけれども、今回この資格を取ら

れるということで最終製品までつくられるとい

うことが可能となっております。ですから、自

社でやることももちろんですけれども、例えば

県外から受託をして製造するということも可能

となってまいります。こうした動きが県内の企

業幾つか出ておりますので、まだこれからの部

分もありますけれども、我々いろんな取り組み

で医療機器への参入、あるいは取引の拡大とい

うのを頑張ってまいりたいと思っております。

ぜひ頑張ってください。○緒嶋委員

次に、新卒者の要望先、これは知事、教育

長、労働局長連名で出すと言われた。連名で出

すものはだれが持っていくわけですか。

今回は商工観光労働○平原地域雇用対策室長

部は次長が参りまして、教育委員会は教育長、

労働局が労働局長でございました。例年、商工

観光労働部は部長が行っておるんですが、今年

度はちょっと都合がつきませんで、次長が参り

ました。

私は、部長じゃなくて、教育長は○緒嶋委員
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もちろん、知事か副知事が行かないかんと思っ

ているんです。というのは、県下の新卒者は宮

崎県にできるだけ就職したいという気持ちを

持っているわけです。そういう中で、やっぱり

県民の、若者の就職を県も先頭に立ってお願い

しておるという姿勢をそれぞれの団体に示すこ

とが必要なわけです。商工観光労働部長が行く

こともいいですけれども、その前にやはり知事

や副知事が先頭に立って、教育長も行かれるわ

けですから、そういうような姿勢が今後ますま

す必要だと私は思うんです。ないがしろにして

おるわけじゃないだろうと思いますけれども、

やっぱりそういう姿勢を、県民に対してのアピ

ールを、妙なところでアピールするんじゃなく

て、こういう形でアピールする姿を知事や副知

事が示してほしい。そのために知事のかわりに

副知事がおられるわけだが、そういう点を要請

して、それがだめなら部長が行かれる。次長が

だめというわけじゃないけれども、やはりそれ

だけの思いを持って若者の就職を県は、知事、

副知事が先頭に立って確保するために努力され

ておる、そういう姿勢を皆さんに示すことが就

職活動の大前提じゃないとだめだと思うんで

す。こういう点は、来年から副知事や知事の日

程に合わせて一緒に行動をとる、それぐらい

やってください。やっぱりそれが若者を宮崎県

に残す大前提だと思う。県民全体がそういう気

持ちで就職を頑張っていただく。それじゃない

と 今までに知事、副知事がこれに同行され―

たことはありますか。

毎年のこの要請につ○平原地域雇用対策室長

いては商工観光労働部長で対応しておりました

が、例のリーマンショックが起きて非常に悪く

なったときには知事のほうに行っていただいた

経緯がございます。

それが本当は必要だと思うんで○緒嶋委員

す。いつも知事が行くと。それぐらいすること

によって受けるほうも真剣に取り組んでいただ

くということだと思いますので、ぜひ来年か

ら、知事、副知事の日程に合わせて行動をとる

ということで進めてほしいというふうに思いま

す。

次は、キャンプの問題ですけれども、団体

数、参加者数がふえることは大変ありがたいこ

とでありますが、経済効果が宮崎県にとってど

れだけあったかというのが最終的には皆さん方

が一番期待するところなんです。これは春季

キャンプだけだけれども、経済効果は年間を通

してどれだけあったわけですか。春季だけしか

出ていないと思うんですけれども。

最初に申し上げ○井手みやざきアピール課長

ましたように、春季のキャンプ期間を区切りま

して、滞在日数、参加人数とかを調査しており

まして、年間を通して何人来ており何日泊まっ

ていますというような試算は今のところしてお

りません。済みません。

それだったら経済効果がどれくら○緒嶋委員

いあったかという試算もできんわけですね、年

間を通しては。それじゃ話にならんじゃない

か。

申しわけござい○井手みやざきアピール課長

ません。観客数について春季の部分しか把握で

きていなくて、年間を通じた全体の経済波及効

果は、類推すれば、推定すればできなくはない

んですけれども、正確な試算はしていないとこ

ろでございます。

春季は間違いないわけですか。○緒嶋委員

春の数字という○井手みやざきアピール課長

ことで間違いございません。調査の結果でござ

います。
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全体を通してわからなければ本当○緒嶋委員

に宮崎県のためにどれだけ経済効果があったか

ＰＲ効果は、計算はできましても、これが―

宮崎県に本当に効果があったという数字じゃな

いわけですから、そうなると経済効果のものを

もうちょっと、難しいかもしれんけれども、確

保しないことには、キャンプそのものを誘致し

たことが、それはそれとしていいけれども、本

当に宮崎県のためにどれだけなったかというの

が出てこんではどうにもならんのじゃないかと

思うんです。そういうことは今後においては何

とかしなければ、春季はわかりますが、それ以

外はわかりませんというようなことではどうに

もならんと思う。

済みません。少○井手みやざきアピール課長

し説明をさせていただきたいと思います。７ペ

ージにございます年間を通しての状況、団体

数、参加人数、延べ参加人数、これはキャンプ

に来られた団体、その団体の人数と、先ほど申

しましたように、それに滞在日数を掛けたもの

でございます。この数字自体は年間を通して把

握しております。したがいまして、ここについ

ての経済波及効果は計算すれば出てきます。

計算すれば出てくるんだったら、○緒嶋委員

計算して出せばいいじゃないですか。

今御指摘の点はもっ○米原商工観光労働部長

ともでございますので、計算して出させていた

だきます。

それから、先ほどの新卒者の関係、知事ある

いは副知事ということも、知事、副知事と相談

してそのように対応させていただく方向で検討

いたします。

それでは、延べ参加人数は、春季○緒嶋委員

だけでもどれだけ宮崎に宿泊されたかというの

はわからんわけですか。

延べ参加人数○井手みやざきアピール課長

は、滞在日数ですので、１泊２日の場合は２日

を掛けています。１人の人が１泊２日しておら

れれば２人という計算をしております。基礎デ

ータを見ますれば、プロ野球キャンプの場合は

大体29日ぐらい、２月丸々ぐらいの数字でござ

いまして、Ｊリーグのほうは１クールという

か、１チームが大体10泊ぐらいするような状況

でございます。

観客数がどれだけ泊まったかとい○緒嶋委員

うのは、宿泊数の試算か何かあるわけですか。

協力いただいて○井手みやざきアピール課長

いるところに関しましては、宿泊所のほうにお

願いをしまして、何人が何泊したというような

データをいただいています。ただ、協力いただ

けていないところは、市町村にお願いをして聞

いたり、団体に聞いたりして調査をまとめてお

ります。

であれば、春季についてはまあま○緒嶋委員

あかなり正確な数字だというふうに一応認めま

すので、今後は、全体のものを含めてやはり宮

崎県にこれだけ経済効果があるんですよという

のを、そういう説得力のあるものを出していた

だかなければ、中途半端な積算ではないかとい

うことにもなりますので、これは商工観光労働

部全体でその辺の知恵を出していただきたいと

いうことを要望しておきます。

メディカルバレーでありますけれ○押川委員

ども、きのうの井本議員の質問の答弁の中で、

平成26年度は、宮崎、大分両県を合わせて、医

療機器生産金額は平成21年ベースから15％

増、1,584億円と設定、この増加額を含めて経済

波及効果318億円、雇用創出が1,167名というこ

とでありますけれども、大分県と宮崎県の比率

というのはわかるんですか。
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この統計は厚生労働省が○田中工業支援課長

とっております統計ですけれども、最終製品段

階でカウントされております。したがいまし

て、例えば旭化成メディカルでは人工透析ダイ

アライザーにつきましては、宮崎のほうで部品

をつくる、中空糸膜とか部品をつくる、それを

大分の工場に持っていって最終製品に組み立て

るという仕組みでございますが、それにつきま

しては、全部大分のほうでカウントされている

という統計でございます。そこで、例えば平

成22年で申し上げますと、薬事医療の統計では

大分県が1,181億円、宮崎県が134億円というふ

うにかなり開きがございますけれども、実際は

そういうカウントでございますので、これより

は宮崎県側のウエートが高くなっているものと

考えております。先ほどおっしゃいました今後

の目標につきましては、大分、宮崎両県合わせ

た数字でございまして、宮崎県で幾ら、大分県

で幾らというのは正確には出していませんけれ

ども、全体として高めていくことによりまし

て、本県のほうの経済波及効果もかなり高まっ

てくるものと考えております。以上でございま

す。

本県は今の数字からいくと10分の○押川委員

１くらいということですね。今後は、大分、宮

崎の中で宮崎の比率というものを上げていく、

これが大事だと思うんです。そうじゃないと、

大分と宮崎のメディカルバレーの中で大分県が

どうもひとり勝ちをするような方向の中で、県

北の延岡と日向が、本県のそういう企業がある

としても、もっと頑張っていかないと、このよ

うな状況の中で進んでいくと余り本県には雇用

あたりも期待できないのかなという気がするん

です。例えば、先ほど説明がありましたとお

り、東郷メディキット、ここらあたりの現状は

わかりますか。雇用とか年間の売り上げあたり

とか、そこの関係は、わかる範囲内で結構であ

りますけれども。

今現在の生産額とかは手○田中工業支援課長

元に数字がございませんが、今回、針を外注か

ら自社生産ということによりまして、100人程度

の雇用につながるというような報道がございま

した。そのように本県でも、生産、雇用が拡大

していくものにつながると考えております。

それから、先ほどの特区では、生産金額とと

もに、新たに医療機器製造業許可を取得する企

業を10社ふやそうという目標がございます。こ

の第１号が先ほど申し上げました安井株式会社

ということで、宮崎県側の企業も非常にやる気

になっておりまして、このほかにもまだまだ製

造業許可を取得されようという動きが出てきて

おります。今後、そういった企業につきまして

は、いろんなサポートを行いまして、医療機器

の集積の拡大、また経済波及効果の拡大につな

げてまいりたいと考えております。

本県の雇用あるいは経済効果の中○押川委員

で、これは本当に期待ができるというふうに、

私、認識しておりますので、今言われるとお

り、今後はいろんな形の中で、本県の中でそう

いう創出あたりができる、生産ができる中で、

本当に頑張っていただきたいというふうに求め

ておきたいと思います。

ございませんか。なければ、そ○山下委員長

のほか何かございませんか。

香港で行われるフードエキスポの○図師委員

参加事業所がどれぐらい集まっているか、教え

てください。

香港フードエキスポの件で○椎商業支援課長

ございますが、現在、８月16日から20日の予定

で行われますが、本県からの出展は一応９社を
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予定しております。以上であります。

内容がわかれば。○図師委員

漬物関係あるいは乳製品、○椎商業支援課長

焼酎等々となっております。以上であります。

まだ参加の枠はあるんですか。○図師委員

出展者につきましては、９○椎商業支援課長

社で決定というふうにお聞きしています。

枠があるんですかということで○山下委員長

すが、まだお願いできるんですかということで

す。

枠はもういっぱいというこ○椎商業支援課長

とで、決定でございます。以上でございます。

９社の中に生鮮食品といいます○図師委員

か、生ものというか、扱うところはあります

か。

肉を出展するところがござ○椎商業支援課長

います。以上でございます。

最後にしますが、経済連がタイの○図師委員

ほうに輸出をかけるという記事を見たんです

が、県とは何かタイアップしているんですか。

これにつきましては、企業○椎商業支援課長

サイドで動いていらっしゃると思っております

が、ただ先般、４月24日に東アジア経済交流戦

略を立ち上げまして、民間と一体となった取り

組みを県もやっていくことになっておりますの

で、この中でも当然議論が出てくるものと思っ

ております。以上です。

島根から我々県会議員にこういう○緒嶋委員

いろいろな資料を送ってきたわけですが、「神

話博しまね」、７月21日から11月11日まで、熱

心に取り組まれておるわけですが、今のとこ

ろ、宮崎県は島根に比べたら大分スタートがお

くれたという意味も含めて、今からであります

が、今度の一般質問を含めて、それぞれのふる

さとがどれだけ神話とかかわりがあるかという

のはまだ県民が、そこに住んでいる人が熟知し

ていない。だから、総合政策部のほうで「いき

いき集落」という旗やらのぼりをつくって立て

たりしたですね。それぞれ地域がどういういわ

れがあるか、神話とのかかわりがあるかという

のを県民に知らせることからスタートせんと、

この広がりというのは、すそ野は広がってこん

のじゃないかと私は思うんです。そうなればそ

ういうもので、例えば西都原なら西都原、高千

穂ならいろいろありますけれども、そういうと

ころにこういう神話のいわれのある地域だとい

うのがわかるような、何かのぼりとか広告的

に、この地域はこういういわれのある由緒ある

地域ですとかいうようなＰＲ用の、地域の人自

身が知る、それをまた誇りに思うような施策を

スタートさせにゃ、かけ声だけではだめじゃな

いかと思う。地域の皆さんが誇りに思うよう

な、それと延岡市が出した神話の漫画の本、あ

あいうようなもの、ＰＲをここ１年、２年で全

力を尽くしてやる。その中で９年間の集大成は

また考える。そういうことでないと、かけ声だ

けでやったら、神話はなかなか実体というのは

難しいわけでありますし、ストーリーをそれぞ

れ結びつけるのも容易なことではないわけです

ので、何が何でも地域に自分たちが誇りを持

つ、それからスタートさせるべきだと思うんで

す。当面、そういう知恵を出していくという方

法 今年度から来年度にかけて、予算的なこ―

ともあると思うんですけれども、商工観光とい

う立場を含めて、これは総合政策部との絡みも

あるし、そのほかの教育委員会との絡みも当然

出てくると思うんですが、何かそれを、リード

を、逆に言えば商工観光労働部が中心でやって

もいいんじゃないかと。政策的には向こうがや

りますけれども、実働的には皆さん方がやるべ



- 23 -

きじゃないかなという気がしてならんのです

が、そのあたりはどうですか、部長。課長でも

いい。

おっしゃるように、地域○向畑観光推進課長

の方で古事記由来のことを御承知ない方がたく

さんいらっしゃるというのは、私どもワンコイ

ンツアーを開催するに当たって、いろんなとこ

ろ、高千穂コースがあったり、西都コースがあ

るんですけれども、それ以外のコースもつくっ

ていこうということでお話をすると、余り御承

知ないというのは実感として感じているところ

でございます。そこで、日向神話旅という形

で、県内をルートをつくって回る、例えばお船

出のコースがあったりとか、いろいろございま

すので、そういったコースを今、掘り起こしを

やっているところでございます。御指摘のよう

に、１年や２年でなかなか浸透することはでき

ませんので、私どももそうですけれども、今言

いました神話旅をつくったりとか、地旅と申し

ますか、そこの地域での掘り起こしをしていた

だく取り組みを今、行っております。成果につ

きましては、早い段階で出していきたいと思っ

ているんですけれども、まずは本当にそれが由

来するものなのかどうか、古事記にかかわる確

証があるものではございませんものですから、

それにかかわる伝説も含めて幅広く拾い上げを

行っておりまして、いろんな観光資源をその中

で取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。

もう１点がＰＲの件でございます。延岡のほ

うで西臼杵の方たちと一緒に赤星たみこさんが

本を書かれておりますが、前も、日南市北郷町

のほうでも同じように赤星さんのほうで取り組

まれた。同様な形で、例えば県西にあっては、

先般、梅原猛先生に来ていただいて、井本議員

からももう一度気づき直したというお話もござ

いましたが、私どもとしても、そういった講演

会も含めて、いろんな取り組みをことし１年か

けてやっていきたいというふうに思っていると

ころでございます。

これは特に市町村との連携が必要○緒嶋委員

だと思うんです。市町村がやっぱりその気にな

らんと、県ももちろんですけれども、市町村を

その気にさせて、連携をとりながらやることが

必要だと思うんです。そういう中でこれを盛り

上げていかなければなかなか前に進まんのじゃ

ないかなと。それこそ何だったかわからんよう

なことで９年が終わるんじゃないかという気が

しますので、やはりあらゆることに知恵を出し

ていかんと大変なことだと。なかなか説得する

材料が難しいんですね。神話というのをこれは

間違いないというふうに、証拠を出せと言われ

たらなかなか証拠を出せるようなことじゃない

わけですので、それこそ地域の人が神話に洗脳

されなければ前に進まないというふうにも思い

ますので、その努力をぜひやることから事を始

めるべきだと思いますので、頑張ってくださ

い。

ただいま緒嶋委員か○米原商工観光労働部長

ら言われたことも十分肝に銘じてやっていきた

いと思っています。確かに地域の宝であり、そ

してチャンスというふうにとらえておりますの

で、まだまだやれること、もちろんやりたいこ

ともいっぱいございますので、総合政策部、そ

れから教育委員会とも十分連携を図って取り組

んでいきたいと思っております。

それでは、ないようですので、○山下委員長

次に請願の審査に移ります。

請願について執行部からの説明はございませ

んか。



- 24 -

特にございません。○山之内労働政策課長

それでは、委員からの質疑はご○山下委員長

ざいませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、以上をもっ○山下委員長

て商工観光労働部の審査を終了いたします。執

行部の皆様、お疲れさまでした。ありがとうご

ざいました。

暫時休憩いたします。

午前11時37分休憩

午前11時40分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

それでは、本委員会に付託されました議案の

説明を求めます。なお、委員の質疑は、執行部

の説明がすべて終了した後にお願いをいたしま

す。

商工建設常任委員会の皆○濱田県土整備部長

様方には、かねてから県土整備行政の推進につ

きまして、格段の御指導、御協力をいただいて

おりまして感謝申し上げます。

説明に入らせていただきます前に、まずおわ

びを申し上げます。一昨日、西都土木事務所に

おきまして、職員が職場内の親睦ゴルフコンペ

の案内を勤務時間中に業務用ファクシミリを使

用して誤送信するという事案が発生いたしまし

た。今回の事案は、勤務時間中における私的行

為及び業務用ファクスの私的利用など、公務員

としてあってはならないもので、県民の信頼を

大きく損なう行為であり、極めてゆゆしき問題

であります。服務規律の保持につきましては、

日ごろから職員に対し指導してきたところでご

ざいますが、昨日、改めまして部内所属長に対

し、厳正な服務規律の徹底を図るよう通知した

ところであります。今後とも、職員に対し、全

体の奉仕者として県民の模範となるよう、また

県民からいささかの批判も受けることのないよ

う指導を徹底してまいりたいと存じます。この

たびはまことに申しわけございません。

続きまして、報告事項を１件と一言お礼を申

し上げます。

まず、東九州自動車道についての御報告であ

ります。国土交通省より今年度の事業計画が通

知されまして、その中で、東九州自動車道のう

ち、平成28年度以降供用予定とされておりまし

た北浦―須美江間が平成28年度供用予定、また

平成25年度供用予定とされておりました須美江

―北川間が１年前倒しの平成24年度供用予定と

公表されました。今回、東九州自動車道の大分

県境から宮崎市内までのすべての区間について

供用予定年度が示されましたことは、県内高速

道路網の全線開通への大きな前進であります。

県土整備部といたしましては、九州中央自動車

道を含め、県内高速道路網の全線開通が一日も

早く実現しますよう、引き続き全力で取り組ん

でまいりますので、委員の皆様にはより一層の

御支援、御協力をお願い申し上げます。

次に、宮崎総合防災訓練についてでございま

す。５月27日に国土交通省九州地方整備局と連

携しまして、都城市におきまして水防演習及び

土石流対策訓練を、また日南市におきましても

地震・津波対応訓練を実施したところでござい

ます。当日は、外山議長、中野副議長、山下委

員長を初め、多くの県会議員の皆様にも御出席

を賜りました。この場をおかりしましてお礼申

し上げます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等につきまして、その

概要を御説明いたします。

県議会に提出しております資料、平成24年６
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月定例県議会提出議案及び平成24年６月定例県

議会提出報告書のうち、県土整備部関係箇所に

つきましては、お手元の商工建設常任委員会資

料にまとめておりますので、そちらをごらんい

ただきたいと存じます。資料の表紙をめくって

いただまして、目次をごらんください。御審議

いただきます議案、報告事項及びその他の報告

事項を担当課ごとに記載しております。

まず、議案につきましては、工事請負契約の

変更のほか、職権調停事件に係る調停案の受諾

についての専決処分の承認を求めるもの、さら

に、細島港にガントリークレーンを増設するこ

と等に伴う使用料に係る宮崎県港湾管理条例の

一部改正、最後に、県有自動車による交通事故

に伴う損害賠償の額の決定に係るものが２件で

あります。

続きまして、報告事項でございますが、繰越

明許費、事故繰り越しのほか、損害賠償額を定

めたことや、県営住宅の管理上必要な訴えの提

起、和解及び調停について報告するものであり

ます。

最後に、その他の報告事項でございますが、

県北地区県営住宅への指定管理者制度の導入に

ついてであります。

私からの説明は以上でございますが、詳細に

つきましては、それぞれ担当局長、課長から説

明させますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

道路建設課でございま○谷口道路建設課長

す。

委員会資料の１ページをお開きください。議

案第６号「工事請負契約の変更について」御説

明いたします。

主要地方道宮崎西環状線社会資本整備総合交

付金事業（松橋工区）下部工事の請負契約の変

更についてでございます。下に位置図を載せて

おりますが、この工事は、宮崎市大字跡江にお

きまして整備を進めております一級河川大淀川

にかかる（仮称）新相生橋の下部工事でござい

ます。主要地方道宮崎西環状線松橋工区は、宮

崎都市圏の外環状線として、市中心部の交通渋

滞の緩和や、空港や高速のインターチェンジな

どの交通拠点へのアクセスの向上を目的としま

して整備を行っております。

１に、新相生橋の概要を記載しております。

右のページに平面図と側面図をつけております

が、橋長が412.3メーターの４径間連続の波形鋼

板ウェブＰＣ箱げた橋でございます。平成21年

度から下部工事に着手しまして、平成26年度中

の完成を目指して現在、工事を進めているとこ

ろでございます。

２に、本議案の対象工事でございますＰ２橋

脚の工事概要を記載しております。長さが24.5

メーターのニューマチックケーソンの基礎の上

に高さ17メーターの橋脚を構築する工事でござ

います。

３の工事請負契約の概要をごらんください。

当初の契約金額が６億1,509万円、変更後の契約

金額が６億832万6,000円で、676万4,000円の減

額を予定しております。契約の相手方は、坂下

・大和・山崎特定建設工事共同企業体でござい

ます。

４の変更理由をごらんください。今回の変更

は、施工箇所周辺の地盤高が河川水位よりも高

くなっていることが判明しまして、当初予定し

ておりました汚濁防止フェンスの設置が不要に

なったためでありますが、詳しくは右の２ペー

ジで御説明いたします。２ページ左下のＰ２橋

脚仮設工平面図をごらんください。今回の下部

工事は、図の真ん中にあります小判形のコンク
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リート橋脚工を施工する工事でございますが、

河川内の工事でありますことから、締切矢板

円で囲っておりますけれども と仮設構― ―

台 メッシュで記載しておりますが を設― ―

置する際の河川の汚濁防止を目的としたフェン

スを設置することとしておりました。しかしな

がら、着工前の測量で施工箇所の地盤高を確認

しましたところ、橋梁の詳細設計時点での地盤

高と比べまして約１メーター高くなっているこ

とがわかりました。これは、17年に発生いたし

ました台風14号による異常出水によるものと推

測されます。このことによりまして、締切矢板

打ち込み等の一連の仮設工事が河川水の影響を

受けない状態、陸上での施工となりまして、汚

濁防止フェンスの設置が不要となったことか

ら、これに要する工事費が減額となったもので

あります。右下の仮設工横断図に示しておりま

すように、網かけの部分が地盤高が高くなって

いた部分になります。

道路建設課は以上でございます。

道路保全課でございま○永田道路保全課長

す。

議案書の47ページをお開きください。「報告

第３号「専決処分の承認を求めることについ

て」御説明いたします。

委員会資料のほうは３ページになります。こ

ちらは、公調委平成24年（調）第２号宮崎市に

おける交通騒音による健康被害等職権調停事件

について、国の公害等調整委員会から調停案の

受諾勧告があり、平成24年４月６日までに調停

案受諾の可否について意思決定を行う必要が

あったため、地方自治法第179条第１項の規定に

より知事の専決処分を行ったものであります。

事件の当事者は、ここに記載してございます

とおり、宮崎市在住の瀬口キミ子ほか１名、被

申請人が道路管理者である県及び国となってお

ります。また、調停案につきましては、議事の

ほうになっておりますので、省略いたします。

それでは、事件の概要について御説明いたし

ます。１の（１）に記載しておりますとおり、

当初、申請人らは、国道268号及び国道10号から

発生した交通騒音により健康被害及び財産上の

被害が生じたとして、県及び国の損害賠償責任

を認める裁定を求めて総務省の公害等調整委員

会に対し責任裁定を申請しておられました。

その後、（２）にありますとおり、現地調査

や当事者の審問等が行われましたが、公害等調

整委員会は裁定ではなく調停での解決が望まし

いと判断し、平成24年２月22日に職権で調停に

移行した上で、調停案の受諾勧告を行ったもの

です。申請人らが主張した被害の発生場所は、

資料の右側、４ページになりますが、上の地図

でお示ししている国道268号と国道10号が交わる

宮崎市高岡町の赤谷交差点付近でございます。

申請人らは、下の図の国道268号に近い「居宅」

と表示している家屋に住んでいたところです

が、２つの国道を通過する大型トラックやバイ

クなどから発生した違法な交通騒音により睡眠

障害や土地家屋等の財産価値の減少などの被害

が生じたと主張しておられました。

これに対し、県及び国としては、２に記載し

ておりますとおり、騒音測定の結果、違法な騒

音は発生しておらず、損害賠償責任はない旨を

主張していたところです。公害等調整委員会が

受諾勧告を行った調停案の詳細は、議案書の49

ページに記載しておりますが、申請人らが主張

していた騒音の違法性や損害賠償請求に関する

主張が放棄されており、実質的に県の主張が認

められた内容となっていることから、県として

は本調停案を受諾することとしたものでありま
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す。また、調停案受諾の意思決定は、議会議決

事項であり、２月定例議会開会中に勧告があっ

たことから、直ちに議案を上程する準備を整え

ておりましたが、議会開会中に申請人らから受

諾の意思表示はなく、議会中の合意成立の見込

みが全く立たなかったことから、不確実な状況

において議案を上程することは適当でないと考

え、議案上程には至りませんでした。その後、

意思表示の最終期限である４月６日に公害等調

整委員会へ確認したところ、申請人らからの拒

否する旨の通知は到達していないとのことで

あったことから、合意成立の見込みが高いと判

断し、同日付で知事の専決処分を行ったところ

であります。その結果、最終期限である４月６

日を経過した翌日の４月７日に合意が成立した

ものとみなされたところです。

説明は以上でございます。よろしくお願いい

たします。

港湾課であります。○坂元港湾課長

議案第４号「宮崎県港湾管理条例の一部を改

正する条例」につきまして御説明いたします。

お手元の資料の５ページをお開きください。

まず、１の改正の理由でございます。細島港に

おきまして、貨物の増加に対応するため、ガン

トリークレーンを増設することに伴いまして、

その使用料に係る宮崎県港湾管理条例を改正す

るものであります。

次に、２の改正の概要でございます。条例別

表第１に、既設のクレーンを１号基、新たなク

レーンを２号基とし、使用料につきまして、ク

レーンの性能の差に応じ、使用時間30分につき

１号基は２万6,085円、２号基は２万7,410円と

して改正するものであります。また、増設に伴

い廃棄いたします多目的クレーンにつきまして

は、その使用料を条例別表第１から削除するも

のであります。

次に、３の施行期日についてでありますが、

港湾法の規定により施行は条例公布の日から30

日を経過した日となっており、８月２日からの

施行を予定しております。

説明は以上でございます。

高速道対策局でありま○中野高速道対策局長

す。

議案第７号及び第８号の「損害賠償の額の決

定について」御説明させていただきます。

まず、委員会資料の６ページをお開きくださ

い。損害賠償の概要につきましては、県有自動

車による交通事故に伴う人身及び物件に対する

損害賠償であります。本事案は、相手方の車に

運転者と同乗者の計６名が乗車しており、この

うち運転者と同乗者であるその妻の損害賠償額

について、議案第７号及び議案第８号で県議会

の議決をお願いするものであります。また、残

りの４名につきましては、後ほど報告事項のと

ころで御説明をさせていただきます。

事故の発生日時、内容等につきましては、平

成22年８月10日午後８時54分ごろに、東臼杵郡

門川町大字加草118番地５先路上の国道10号にお

きまして、東九州自動車道用地事務所に所属す

る副主幹級職員が運転する県有自動車が赤信号

のため停車中であった相手方の自動車後部に追

突したものであります。被害の相手方は、兵庫

県伊丹市寺本３丁目27番地６にお住まいの福島

和也氏であります。

今回の損害賠償額につきましては、内訳に記

載しておりますとおり、人身損害額は、治療

費、通院費及び慰謝料を含め189万6,843円、ま

た物件損害額は、車の修理費、車両運搬費、代

車賃料、本人及び家族の交通費等を含めまし

て124万5,488円となっております。人身損害額
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につきましては、全額保険から充当しておりま

す。物件損害額につきましては、一部県の予備

費より対応したところです。

地方自治法第96条第１項第13号の規定により

まして、総額314万2,331円の損害賠償額につき

まして、県議会の議決をお願いするものであり

ます。

次に、７ページをお開きください。議案第８

号について御説明をさせていただきます。事故

の際、交通事故車の助手席に同乗しておられま

した運転者の妻福島めぐみさんは、身体にしび

れの症状が残り、昨年まで治療を行っておりま

したが、事故による後遺障害が認定されたた

め、治療費、通院費、休業傷害、傷害慰謝料に

加えまして、後遺障害慰謝料等を含めた人身損

害額394万7,659円につきまして、地方自治法

第96条第１項第13号の規定によりまして、県議

会の議決をお願いするものであります。

高速道対策局につきましては以上でありま

す。

執行部の説明が終了いたしまし○山下委員長

た。

午後１時からの再開にしたいと思いますが、

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

暫時休憩いたします。○山下委員長

午前11時59分休憩

午後１時１分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

既に議案についての執行部の説明は終了いた

しました。ただいまから議案についての質疑を

承りたいと思います。

議案第７号と第８号について質問○中野委員

したいと思います。

まず、委員会資料で見ますと、事故の内容と

いうところ、我々が当初もらいました提出議案

書、事前に説明を受けたときの内容からする

と、東九州云々というところから何々が運転す

るところまでつけ加えて今回の委員会資料が提

出されておりますが、その辺のいきさつ等をま

ずお聞きしたいと思います。

本日提出しております委員会○江藤管理課長

資料の６ページ、７ページのところであります

けれども、事故の内容につきまして、所属と、

その職員の職位、年齢等を記載しております。

これは、緒嶋委員も含めて従来から過去の委員

会の御指摘もたびたびございまして、総務部の

ほうにも相談の上、今回は、委員会資料の中

で、事故を起こした職員の所属、職位、年齢等

について記載をさせていただいたということで

あります。

ということは、今回から、氏名は○中野委員

公表しないけれども、所属部署は公表するとい

うことに県の方針が変わったんでしょうか。

総務部と相談の上の結果であ○江藤管理課長

りまして、少なくとも今後は、この内容は委員

会資料においても記載するということになると

思います。ただ、印刷物として議案書でお出し

している分、その取り扱いにつきましては、今

後どうするかということについてはまた総務部

のほうと相談させていただくということになる

かと思います。

いわゆる所属の公表というのが既○中野委員

に全国で議案書の場合で全部で19県あるわけで

すけれども、また氏名を含めた所属、氏名のみ

というのも８県あるわけですけれども、これか

らは氏名は公表しないが所属は公表していくこ

とになったということだと思いますが、そうい

う公表というのは担当部課がそのように決めた
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となれば簡単に決められたものなのでしょう

か。

これまで議案書においては、○江藤管理課長

例えば職員の所属とか職位とかいったことも含

めて記載をしておりません。そこのところにつ

きましては、もともと損害賠償の議案について

賠償額の確定を行うということが主眼にありま

して、その中で記載するのは債務者である知事

と賠償の相手方の氏名を明記していたというと

ころであります。議案のスタイルをどうするか

ということについてはまだ今後検討ということ

だと思いますが、今回の議案の説明を行う際

に、委員会の説明資料として今お出ししている

ような内容とするところについては、総務部と

相談をして決定したものということでありま

す。

ということは、委員会資料だけは○中野委員

今回みたいにしていくが、議案書としてはまだ

氏名公表あるいは所属公表までは至っていない

ということですね。

氏名の公表ということになる○江藤管理課長

と県土整備部では判断しかねますので、改めて

総務部等と相談をさせていただきたいと思いま

す。

私は、所属も氏名も含めて議案書○中野委員

の中にきちんと出すべきだと思います。ちょっ

と前に担当課で調べていただきましたが、所

属、氏名を議案書で公表しているところが埼

玉、東京を含めて７県、所属のみの公表が12

県、氏名のみの公表が１県ということで、所

属、氏名ということでかなりの県が公表してい

るわけですし、宮崎県も所属、氏名を含めて公

表する方向で、ぜひ関係機関、関係部署でいろ

いろ協議していただきたいと思います。

というのが、事故の内容、今ここで所属のと

ころと男性53歳ということがわかりましたが、

やはり事故の本当のてんまつがこのぐらいじゃ

わからんのです。どういう事故の内容で、本当

に県側のほうに過失があったのか、あればまた

過失割合はどのくらいあったのか、その結果、

県が支払わなければならなかった損害賠償額は

幾らになったのか、その辺のてんまつをしない

といけないと。そしてまた、この損害賠償だけ

じゃなくて、自分のほうの、県の所有する車両

も事故を起こせば何がしかの損害も出ると思う

んです。今回は少なかったようでありますが、

そういうものやら、そしてまた自賠責保険とか

任意保険からの支払いがされておるわけですか

ら、支払いが大きければ大きいほど次の保険金

というものはかなり高くなるわけです。県の対

象車両が853台あるわけですから、24年度の保険

料が4,503円です。これが倍増する可能性もある

と。

そうしますと、今回の事故は、後の報告を見

たら、６名の方が全員負傷されております。６

名の方が負傷されて、その総額は900万ぐらいに

なるんです。そしてまた、それに県の車両も幾

らか修理をせないかん。あるいは掛金も、恐ら

く21年度から22年度はちょうど掛金が倍になっ

ているんです。もし仮に24年度に対して25年度

が高くなったとすれば、この倍ぐらいになる

と。それと合わせれば1,000万ぐらいの、事故が

なかったときからすると、幾ら保険金から支払

われたとはいえ、やはり多額のお金が支払われ

る、そういう事件であったということになりま

すから、そういうことのてんまつ等も含めれば

事故の内容というものはきちんと、既に議案書

の中にも所属も氏名も公表している都県もある

わけだから、宮崎県もそのようにしていただき

たい。何ら職員が云々というわけじゃないわけ
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だから、我々は議会としてその事故の内容、て

んまつというものは知って、果たしてこれを決

定すべきかどうかということも我々も判断せな

いかんわけだから、ただ支払うことのみで書か

れてはいかがなものかなと。特に教育委員会を

初め、いろいろと不始末というか、そういうの

が増大している中でもありますから、その辺は

そのようにしていただきたいと思います。

それから、ついでに、男性53歳というのがわ

かりましたが、この方は処分をされたんでしょ

うか。

今回につきましては、この職○江藤管理課長

員に対する警察による行政処分あるいは司法処

分がございませんでしたので、県が定めており

ます懲戒処分の基準には該当しないということ

で、処分はされていないというふうに聞いてお

ります。

それはきちんとしたところで調査○中野委員

されたと思うんですが、しかし、900万ぐらいの

賠償額があって、警察のほうが、何でだったか

知りませんが、行政処分でさえなかったという

のが不思議でならんわけです。警察がそのとき

にどう判断されたかわかりませんが、追加して

処分しなさいということは毛頭言いませんけれ

ども、しかし、そういう支払いの事実が、900万

相当の支払いの賠償があったということになれ

ば、その処分というものもやっぱり考えないか

んのじゃないかなという気がいたします。特に

賠償は、故意または過失によって人のいろんな

権利とか利益を侵害したときには支払う責任が

あるというのが民法709条の条文ですから、決ま

りですから、そこでは過失がこの場合は100％、

追突だから100％あったと思うんです。警察の、

あるいは行政、そういうところの処分がなかっ

たとはいえ、その辺のことは厳しく判断しな

きゃならなかったんじゃないかと思うんです

が、処分はそういうことだったということです

が、どこで処分をしなかったというのを判断し

たんでしょうか。

職員の懲戒処分についてはそ○江藤管理課長

の部の所管ということで、先ほど申し上げまし

た懲戒処分の基準に照らして今回の事案の内容

がどうかということでございますけれども、基

本的に懲戒処分につきましては、法令等の違反

の程度を処分基準に照らして判断するというこ

とになっておりまして、損害賠償額の多寡を

もって判断するものではないというふうに聞い

ております。

それと、今回の事故の過失の割合で100％と０

というところがございますけれども、ここで言

うところの過失割合と申しますのは、損害賠償

額、要するに車同士で事故をしたといったとき

にはそれぞれ双方に損害が生じますので、お互

いに生じた損害に対して、その二者の過失の割

合に応じてどの程度の負担をするかということ

での過失割合というふうに認識しております。

故意または重大な過失というようなことになっ

てまいりますと、県の基準でいきますと、道交

法違反、飲酒運転、そういったものについて基

準の中で掲げておりまして、そういう基準に照

らしたときには今回該当しなかったということ

のようであります。

実は、懲戒処分の基準というのを○中野委員

手元に持っておるんですが、交通事故ないし交

通法規違反の関連を見れば、交通事故も、全

部、飲酒運転で云々、それから違反も飲酒運

転、それが酒酔いか酒気帯びか、そして一つあ

るのは速度超過などの悪質な交通違反というこ

とで、いわゆる交通三悪と言われるものが該当

するということだと思うんですが、酒に絡んだ
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ものばかりが具体的に書いてあって、その他の

ことが余り鮮明に書いていないんです。懲戒処

分の中は、担当課ではないかもしれませんけれ

ども、そのあたりはもっと具体的に、酒を飲ん

でいなかったならば余り処分の対象にはならな

いと読めるような処分の中身なんです。この辺

はいろいろと改定すべきじゃないかなと思うと

ころであります。それは要望しておきます。

処分がなかったということでありますから、

今回の損害については本人に対して求償という

のは発生しなかったわけですね。

今回の場合には本人に求償す○江藤管理課長

るということにはなっておりません。

では、求償する場合の基準はどう○中野委員

なっていますか。

例えば、公用車で交通事故を○江藤管理課長

起こした職員に対する求償の考え方であります

けれども、県のほうで求償する際の基準という

ものを定めておりまして、その基準でいきます

と、運転職員に故意または重大な過失があった

ときというふうになっております。運転職員に

求償するかどうかということにつきましては、

賠償等審査会という総務部の所管になりますけ

れども、その審査会で個々具体的に内容を求償

の基準に照らして判断、審査するということに

なります。

具体的に申し上げますと、大きくは３点ござ

いまして、１つは、事故の発生を認識しなが

ら、それを容認して行為をしたために起こして

しまった事故ということ、２つ目には、先ほど

も申しましたけれども、道路交通法の規定に違

反して起こした事故、加えてその他重大な過失

によるものということで、例えば無免許運転と

か酒気帯び、あるいは最高速度違反等が考えら

れます。もう１つは、公用車を無断で運転した

場合ということが基準として明記されておりま

す。

今回は、賠償等審査会において故意または重

大な過失がなかったという判断によりまして、

職員の求償はなかったというふうに聞いており

ます。

この件については、賠償等審査会○中野委員

というものはきちんと開催されたんですか。

賠償等審査会も以前から存在○江藤管理課長

しておりまして、現在は委員が11名で構成され

ております。総務部長が会長ということになっ

ております。

開催されたかどうか。○山下委員長

開催につきましては、この件○江藤管理課長

について賠償等審査会が開かれているというふ

うに認識しているところです。

きちんと開催されたわけですね。○中野委員

開催されたと聞いておりま○江藤管理課長

す。

単なる持ち回りじゃなかったんで○中野委員

すね。ちゃんとがん首を並びて開催したのか。

持ち回りによるものか、実際○江藤管理課長

に開催されたものかについては、私はちょっと

確認をしておりません。

事務局、今の件、そっちも確認○山下委員長

していないの。されていない。

後ほどお答えしたいと思いま○江藤管理課長

す。

賠償等審査会はこういう案件があ○中野委員

れば開かれるわけだけれども、１年間に事故

は、この10年間を見たら大体20件から25件発生

しているんです。審査会は昭和40年に１回ある

だけなんです。それは飲酒運転で死亡事故だっ

たので、極めて重大な過失で故意性の高い事故

だったと思うから当然だったと思うんですけれ
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ども、その後、年間20件から25件といえば、昭

和40年からそれ以後は１回もないんです、調べ

た結果。恐らく1,000件ぐらいの事故が対象で

あったのに、求償を求める、支払う案件という

ものは全くなかったと。本当に賠償等審査会と

いうものが一回一回の事故が発生したたびに真

剣に論議されたんだろうかなという気がしてな

らんのです。47年間ですから、１年に20数件と

いうことになれば、優に1,000件を超えるんで

す。モラルの高い職員だから、そういうことが

あってはならんし、あるはずもないとは思うけ

れども、1,000件のうち１件もなかったんだろう

かという気がしてならんし、開催も持ち回りで

したとか何とかと、事前に担当から聞いたんで

す。そういうこともありますということでした

から。だから、さっき、持ち回りじゃなかった

んですか、がん首というのはいけませんが、本

当にメンバーが集まって、したのかと。

しかも、こういう規定というのは、規定だか

ら、我々議会の及ばないところで決めた内規で

すね。しかも、調査すれば、総務部長を頂点に

総務部に関係したような職員がほとんどなんで

す。内々での会議しかしないということですか

ら、どうも厳しさがないんじゃないかなという

気がしてなりません。

そしてまた、故意はもちろんですが、重大な

過失がなければ求償しないということだけれど

も、もともと、事故は故意または過失があれば

賠償の責めを負うというのが法律だから、過失

割合に応じて、100％じゃなくてもある程度は、

多額の損害が発生したときにはやはり求償も含

めてじっくり検討すると。その結果では、職員

に対しては、事故をしようとしてした人はいな

いとはいえ、戒めも含めて、事故数も減らせた

り、いろんなほかの不祥事も多いわけですか

ら、そういうことへの戒めも含めて、そういう

ことはきちんとしてもらいたいなと思うんで

す。今回の案件も、警察からの何らとがめもな

かった、実際は900万ぐらいの損害も発生した、

これでいいのかなという気がしてなりません。

どこが重大な過失なのか、そのあたりのことも

もっと、直接担当課でないとはいえ、きちんと

整理していただきたい、このように思うところ

であります。

それから、賠償の額の決定ということで今回

我々に議案として提案されているわけですけれ

ども、ここに書いてある314万2,331円、８号

の394万7,659円、これは確定の金額だと思うん

ですが、支払いというのは全部済んだんです

か、まだしていないんですか。

本件につきましては、○中野高速道対策局長

被害者と損害保険会社の間で仮和解契約という

形で結ばれておりまして、概算支払いという形

で支払いがされております。精算は当然、議会

の議決を経た後に精算するということになって

おります。

未払いはあと幾らあるんですか。○中野委員

この議案に示されてい○中野高速道対策局長

る額で概算支払いをされているということでご

ざいます。

この金額は支払われているという○中野委員

ことですね。専決処分と我々の議決権、その関

係はどう解釈すればいいんですか。

議会の議決の前に賠償○中野高速道対策局長

金として保険で支払われているということに問

題がないかということだと認識しておりますけ

れども、この件につきましては、交通事故等に

係る損害賠償金の支払い方法については、旧自

治省からの文書での回答の中で、自治法施行令

第162条の第６号の規定に基づきまして、規則で
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定めれば損害賠償金の概算支払いすることは可

能とありまして、県の財務規則の中にも概算支

払いができる経費として損害賠償金が定められ

ているというところでございます。また、先ほ

ど申し上げた自治省からの文書の中で、議決は

概算払いするときに得る必要がなく、相手方と

の話し合いがまとまり損害賠償額が決定できる

段階で得ればよいというふうにされておるとこ

ろでございます。

つまり、現実的には和解か示談で○中野委員

決定したその相当額をもう支払っているんだけ

れども、300万以上については賠償額の決定を議

会で承認する必要があるので、全額支払ってい

るんだけれども、あくまでも決定するまではそ

の金額は概算払いだということで、自治省だっ

たですか、そういう考えか、指導か、あるいは

法律もそうなっている、こういうことだという

ことですね。

委員の御指摘のとおり○中野高速道対策局長

でございます。損害賠償額の決定に係る議会の

議決につきましては、最終的にそれらの額を決

定しようとする時点で得ればよいということに

なっておりまして、議決前に概算支払いは可能

であるとなっておるところでございます。

300万未満については、支払ったと○中野委員

きが、議会の議決に付しようがないから専決処

分をしたことになるということですね。この専

決処分をした４名については５月15日ですが、

７号、８号議案についても５月15日に概算払い

をした、あるいは和解が成立したということに

なるんですか。

先ほど説明の中で申し○中野高速道対策局長

上げました残りの４件につきましては、報告事

項の中で御説明させていただきます。まだ御説

明しておりませんので、７号と８号の２件につ

いてのお話ということで、概算払いされている

ということでございます。

余り硬直せんでいいですが、報告○中野委員

事項は専決処分で５月15日だったが、こっちの

７号、８号も５月15日に示談か和解をして、そ

の総額をこの日付までに支払ったということで

すかと。ただ日にちを聞いた話です。

先ほど管理課長のほ○沼口高速道対策局次長

うに御質問があった件、持ち回りかどうかとい

うような件でございますが、今回の案件につき

ましては、持ち回り案件であったというふうに

ただいま確認をいたしましたところでございま

す。

概算払いの日付ということなんですが、24年

１月21日、保険会社のほうから支払われている

ということでございます。失礼しました。23年

の１月21日です。

７号はでしょう。８号は後遺症が○中野委員

ある件だからもっと後日じゃないの。

失礼しました。中身○沼口高速道対策局次長

をもう一度正確に調べましてお答え申し上げた

いというふうに思います。

「一部県予備費より対応」とあ○中野委員

る、いわゆる物件損害額ですが、これは早目に

支払ったんですか。

議案７号、８号につい○中野高速道対策局長

ての支払いの経緯ということでございますが、

御説明させていただきます。まず、何回か分け

て支払いされております。最初の支払いが平

成23年１月21日でございますが、これは県の負

担分、県の予備費から充当した分について概算

支払いが執行されております。94万5,488円につ

いて県の概算払いが執行されております。それ

から、先立って最初の支払いが平成22年12月３

日になりますけれども、この時点では損害保険
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会社「損保ジャパン」から対物補償額の限度

額30万を差し引いた21万8,360円について相手方

に支払いがされています。これは損害保険会社

からの支払いということになります。その後、

先ほど申し上げた23年１月21日に県の予備費の

充当分について対物分の支払いがされていると

いうことでございます。人身のほうにつきまし

ては、平成24年２月７日に同じく保険会社「損

保ジャパン」から相手方に人身災害分の支払い

が行われております。

金額がわかれば教えてくださ○山下委員長

い。

金額は議案に示されて○中野高速道対策局長

いるとおりの額でございます。

８号のね。○山下委員長

７号、８号についてで○中野高速道対策局長

す。

支払いの中身をいろいろ聞いたの○中野委員

は、県の実質的な損害はどうなんだろうかと

か、いろんなことを知りたかったので聞きまし

た。

それから、処分はなかった、求償も求めるも

のではなかったということでしたが、今回、一

応、議案書には書かないけれども、委員会資料

には具体的に、調べたらだれだとわかるような

書き方ですね。男性53歳、職場がどこにあるの

か私は知りませんが、知る人は知れると思うん

ですが、この本人は全く行政上も刑法上も処分

がなかったということなんだけれども、こうい

う記載をされたことを不本意には本人は思わな

いものでしょうか。

今回の委員会資料の記載のあ○江藤管理課長

り方ですけれども、総務部と十分に協議を行っ

た結果であります。もともと懲罰を目的とする

意図を持って記載したということではなくて、

あくまで委員会において説明を記載することに

よって十分な審議を行っていただけるようなこ

とを考えた結果であります。

そうなんですよ。だから、他県に○中野委員

も倣って、宮崎県も事故のてんまつをもっと具

体的に書いて、氏名を含めて、部署も含めて公

表すべきだと私は思うんです。そういう考えま

でになったんだから、ぜひそういう方向に管理

課長からも主管課に申し入れをしてください。

そうしないと、我々はお金のことをぐだぐだ聞

きましたけれども、実際は専決処分と同じよう

にもう支払われているんです。ただ、300万以上

だったから我々の議決が必要だったということ

だけで議案書に載ってきて、それを巧妙にと言

うといかんけれども、概算払いと。全額支払っ

て和解して契約しているのに、それを概算払い

と言って、議決すればそれが精算払い、決定額

ということで処理するわけでしょう。その権利

というか、我々チェックする議会としては、事

故のてんまつも全部知って、皆さんが決めた過

失割合はこうだったんだと、審査の結果もこう

いうことで求償を求めない、処分はしない、そ

ういうところを書いて、そういうものがないと

本当の意味での賠償額の決定というのはできな

いと思うんです。過失が幾らだったかもわから

ずに、支払ったから認めろという議案ですの

で、やっぱりその辺までするような形をすべき

だと思うんです。何も私は処分しなさいとか、

求償しなさいと言うんじゃなくて、てんまつも

含めてきちんと、我々議会に報告するわけです

ので、この議案書にもきちんと書くように、そ

ういうことで他県にも倣って、繰り返します

が、所属も氏名も公表するということを強く求

めて私の質問は終わります。

私も関連で７号、８号なんです○右松委員
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が、事故発生日時を見ますと、22年８月10日の

午後８時54分ということですから、夜遅く９時

前なんですが、これは県有車両を使っています

が、勤務中、公務中か公務外か、教えてくださ

い。

事故の時間帯について○中野高速道対策局長

は記載のあるとおりでございますが、経緯とい

たしましては、当日、日向市東郷町で行われま

した用地の説明会に出席後、一人で公用車を運

転して事務所へ帰庁中に事故を起こしたという

ことでございます。

状況はわかりました。県有車両を○右松委員

使用する規定というか、それは定められている

と思うんですが、その規定を簡単に説明いただ

きたいのと、仮に勤務外で県有車両を使うケー

スはあるのかないのか、そのあたりもしわかれ

ば、その辺の境目といいますか……。

公用車の運行規定については○江藤管理課長

今、詳しく承知しておりませんが、時間外にお

いて公用車を使用するということは十分にあり

得るお話でして、その際にはきちっと旅行命令

等を所属長の承認をとって使用するということ

になるかと思います。

ということは、仮に勤務外でも使○右松委員

うケースがあるということですから、公務外で

も、その場合はもちろん……（「公用外で使う

ということはない」と言う者あり）ないです

ね。

時間外公務で使うことはござ○江藤管理課長

いますけれども、公務外で公用車を使うという

ことはありません。

わかりました。それから、続けて○右松委員

なんですが、損害額が同乗者を含めて、正式な

金額はちょっと 私の計算では785万1,997円―

という中で、常識的に考えて、これはかなり大

きな事故だというふうに認識しています。よほ

ど大破する交通事故であるのかなというふうに

思ったところ、担当課から事前に説明をいただ

きましたが、バンパーがへこみまして、少し中

に入った状況だというふうに聞いておったんで

す。県側の窓口は管理課のほうでよろしかった

んでしょうか。損害保険、損保ジャパンとの交

渉も含めてなんですが。

公用車の取り扱いにつきまし○江藤管理課長

ては、総務部の総務事務センターが所管してお

りまして、総務事務センターが保険会社とのや

りとりといいますか、窓口になっております。

きょう、総務事務センターは来ら○右松委員

れていないですけれども、これは仮定の話なん

ですが、事故の状況とか逐一、保険会社のほう

からしっかりと説明を受けていたのかどうか、

わからなければ結構なんですが、それとモラル

ハザードを疑うような、そういう認識はあった

のかどうか、お伺いできればと思います。

今回の件についてということ○江藤管理課長

になりますと、総務事務センターと保険会社の

間でどの程度のやりとりがあったかということ

については、私は承知をしておりません。

今聞かれたのは、処理の仕方が○山下委員長

管理課がタッチせずに総務事務センターに、い

わゆる丸投げしていたのかということと、モラ

ルハザードの中で、職員と管理課の認識、その

辺の調整というのはあったのかということで聞

かれたんだろうと思うんですが。

管理課の立場としましては、○江藤管理課長

今回の件でということではなくて、一般論とし

てお答えできる部分について今お答えしている

ところですけれども、通常は、事故が起こりま

すと、所属から報告がありまして、それが総務

事務センターまで上がっていくと。後、具体的



- 36 -

な相手方との交渉とかいったことについては保

険会社が行うと。保険会社と総務事務センター

の間でのやりとりはあるというふうには聞いて

おりますけれども、今回がどういう程度であっ

たかということについては私のほうは承知をし

ていないところであります。

県土整備部の窓口は○沼口高速道対策局次長

高速道対策局でございまして、総務事務センタ

ーのほうからいろいろ情報を聞いておる範囲で

お答えしたいと思うんですが、まず今回の保険

契約ですが、これは前提として示談交渉サービ

スつきというようなことで、保険会社のほうが

全面的に矢面に立って相手方と交渉していく

と。相手方は弁護士さんを立てられて、そのや

りとりの中でやっていったということなんです

が、当初より保険会社が入りまして、過失割合

は、とまっている車にぶつかったということ

で100対０なんですが、過失割合の程度から、損

害賠償に当たる対象経費、治療費とかいろいろ

あるわけなんですが、そういったものを総務事

務センターのほうとやりとりをやっておりま

す。それから、兵庫県からお見えになっておら

れたということで、車が破損した、本人たちが

けがをしておられる、向こうに帰るためにはど

うすればいいのか、車が使えないものですから

車の輸送料とか、そういうところから総務事務

センターが把握しながらやってきておるという

ようなことでございます。

私も損害保険を12年ぐらいやって○右松委員

いましたので、状況はいろいろ考えるんです。

県の業務とは直接関連がないかもしれませんけ

れども、示談交渉サービスのそれはわかりま

す。ただ、過去の例からすると、契約者の要望

は保険会社にある程度伝えていっているケース

があるんです。保険会社もそれを受けて、もう

そろそろいいんじゃないですかと。これはケー

ス・バイ・ケースですから一概に言えませんけ

れども、そういうふうな損害額が大きくならな

いというか、常識的に考えられる範囲内でおさ

めるような動きも当然契約者のほうからするケ

ースもあります。保険会社に丸投げをして全部

お任せとなってしまうと、こういうふうになり

かねないんです。今回の損害金は税金を使って

払うわけですから、なおかつ議会の議決も必要

だということであれば、そこは職員も、総務事

務センターも含めて、ある程度保険会社と密に

連絡をとって、今回のケースは損保ジャパンに

も伝えてもらわないと、今後のことを考えたら

大事なことなのかなというふうに思っています

ので、以上、要望でお願いします。

損害賠償額が非常に高○中野高速道対策局長

額になっているということで、そこについての

認識ということもありますが、損害賠償額が今

回、高額になっていることについて少し整理し

ておりますので、そこについて御説明させてい

ただきたいと思っております。

まず、物的損害についてでございますが、こ

れは損傷した相手車両の修理代に加えまして、

相手方が兵庫県にお住まいの方だったというこ

とで、自家用車で宮崎県に来県中の事故でござ

いますので、自家用車での帰省が不可能となっ

たということでございます。こういったことか

ら、兵庫県伊丹市へは家族全員が航空機を利用

して帰省されたと。大きな荷物については宅急

便を利用されたと。事故後の本県滞在期間中と

伊丹空港から御自宅までの御移動、それから損

傷した自家用車の修理期間中、これは１カ月

ちょっとかかっていますが、こちらの期間中の

代車、レンタカーの代金というのが入っており

ます。それから、損傷した自家用車について



- 37 -

は、伊丹市まで陸送した上でそこで修理された

と。その合計が今回の物損の損害額になってい

るということで、高額になっているということ

でございます。

人身災害につきましては、相手方には運転者

を含め６名が乗車しておりましたが、全員が負

傷されたということで、中でも、７号議案、８

号議案の対象の運転者とその御夫人については

症状が重かったということでございまして、運

転者の福島和也氏については約９カ月、同乗さ

れためぐみさんにつきましては８カ月の治療期

間を要したということと、８号議案のめぐみさ

んにつきましては、左手母指に後遺症が残りま

して、後遺障害14級が認定されたということを

含めまして、こういったことから賠償額が高額

となっているということでございます。

わかりました。今後の対策も含め○右松委員

てまたいろいろと検討していただければと思っ

ております。以上で終わります。

今度の事故は100％加害者が悪いわ○緒嶋委員

けですね。とまっている車に当たっているわけ

だから。基準がない、行政処分がないから、何

も処分はしませんと。この人は初犯ですか。何

犯かあるんじゃないか。今まで事故は過去には

ないのか。

過去に違反あるいは事故歴が○江藤管理課長

あるかについては確認しておりません。

なければいいけれども、県は、行○緒嶋委員

政処分がないから、戒告も何もありませんじゃ

いかん。今からの時代は、各県も公表する県が

ふえてきたわけだから、県も議案として出すよ

うな事故は公表するとか、初犯じゃなく何犯か

前科があればするとかいう一つのルールをつく

らにゃ、身内に甘いというのが県民の見方なん

です。我々にしても、議会の議員の悪どもがと

言われるのも我々です。審査委員会のメンバー

も、県庁職員だけの審査委員会のメンバーじゃ

ないんですか。

御指摘のとおりであります。○江藤管理課長

それで公平な審査ができると思わ○緒嶋委員

れますか、客観的に見た場合。

処分の基準というものを定め○江藤管理課長

ておりますので、審査会においてきちんと事案

の状況を精査しながら、基準に照らして公正な

審査が行われるというふうに考えております。

処分の基準が甘いわけだから、基○緒嶋委員

準だけで見ればそうだけれども、一般的に見れ

ばやっぱり甘い基準になるわけです。800万近い

損害を与えながら何も処分もありませんと。求

償もできませんと。そういうことは一般ルール

からいったら、社会通念からいったら通用しな

いわけです、我々含めて。これは今の時代に

合ったように変えなければ そういうことで―

東京都なんかは変えてきているわけです。今度

は、基準がないというから仕方がないけれど

も、今後においては、基準を変えて、だれが見

ても公平公正な形で公表もするし、100％悪けれ

ばそれなりの対応をまた考えるとか、そういう

ようなことに持っていかなければならないし、

私が名前を公表しろと前から言ったのは、公表

するということで運転するほうも緊張感を持っ

て運転するわけです。何回事故をやっても公表

されんわけだから、事故をしたことが今まで何

も責任を問われんわけです。ある意味では、自

分自身を律するものがなければなかなかうまく

前に進まない。そういうことをつくらんと、身

内に甘いじゃないかということを言われる。自

分たちでルールをつくるわけだから、厳しいル

ールはつくるはずがない。我々でもそうです。

社会通念上見た場合、会社なんかだったらこう
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いうルールはなかなか通用せんとですよ。個人

の負担もあるわけです。そういうことを考えれ

ば、我々もだが、税金を使ってこれは補てんも

しなきゃならんということを考えれば、自分自

身に厳しいものを自分自身が求めていかなけれ

ば、社会通念上通用しないというふうに私は思

いますので、今度は今度の基準だから、言われ

ることはわかりますけれども、今後においては

総務部とも十分議論して、こういうことで改正

されましたというのをこの次の議会では報告し

てほしいなというぐらいに私は思っております

が、管理課長、どうですか。

まず、職員の懲罰といいます○江藤管理課長

か、いわゆる懲戒処分につきましては、今現在

では、例えば免職を受けた職員については氏名

を公表という取り扱いになっております。その

他の処分につきましては、氏名を除く所属、職

位とか年齢とかいう形での公表をしておりま

す。職員の処分、いわゆる懲戒処分のあり方等

については県土整備部で直接申し上げることは

できませんけれども、今、委員のお話のありま

したことについてはきちんと総務部のほうに伝

えてまいりたいと考えております。

この職員が県土整備部の職員じゃ○緒嶋委員

なければ、こういうことがほかの部で起こって

いたわけです。たまたま県土整備部が所管する

ところのメンバーだからこういうことになった

わけですけれども、どこかの部にあってもこれ

は考えなければ、このような形で損害賠償の議

決をお願いしますというだけではもう済まない

時代が来たという認識を県庁みんなが持っても

らわんといかん時代が来たと。基準がこうであ

りますから基準上は何も公表もできませんとい

う時代は過ぎたという認識を県庁職員みんなが

持って、できるだけ事故がないようにしなきゃ

ならん。そういうことの自覚を持って今後対応

する、そういうことが一番重要だと思いますの

で、これは我々としては認められませんという

ことにはなかなかなりませんので、今後におい

てはそういうことを含めて善処していくという

こと、本当は知事が先頭に立ってやらにゃいか

んことです。やはり職員がその気になって、知

事や総務部に対してそういう意見が強かったと

いうことを要請してほしい、そういうふうに思

うわけですが、管理課長、どうですか。

委員が御指摘のとおりの部○江藤管理課長

分、確かにございます。当然、県土整備部だけ

の問題ではなくて、例えば議案の出し方といい

ますか、どこまでお出しするかといったことも

全庁的にわたる問題でありますので、いろいろ

と問題点等もあるかと思いますが、そうしたと

ころをまたしっかり検討していく必要があると

いうふうなことを総務部のほうにもしっかり伝

えてまいりたいと考えております。

お願いします。○緒嶋委員

もう１点言わせてください。我々○中野委員

がくどくどと申し上げたのは ６月１日に議―

長が、教育委員会で非常に不祥事が多いという

ことで注意しましたね。異例のことでしたが、

特別注意をしたんです。注意をした中身も、免

職処分は公表するけれども、そのほかの懲戒処

分については公表もしていないということで、

懲戒処分の公表も含めて教育委員会は考えるべ

きじゃないかという議長の含みもあってやった

んです。ところが、６月５日の定例記者会見で

知事は、懲戒について今決めているものを変更

する意思はないと。我々がせっかく注意をし

て、お願いするさなかの４～５日たった後に

は、もう知事が頭から公表の基準を見直せない

ということを言ってしまっているんです。私は
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非常に憤りを感じました。もっとその辺は教育

委員会も知事部局もその他も含めて真剣に考え

て、そして一つの結論を見出して、新たな基準

はこうなりましたということを求めているその

しょっぱなの段階で、一番トップの知事が懲戒

処分については公表基準というのは変更する意

思はないんだと。記者会見で、６月５日でした

が、記者たちに答える、そのことが新聞に載っ

ておりました。そういうこともあって、今回こ

ういう７号、８号や、今から報告で説明があり

ますけれども、やはり公務員だから、我々も含

めて、こういうことでは律していかないかんな

という気持ちがあって、それでせめて我々議会

に報告するこういうものについては、事故のて

んまつをきちんと報告して、我々にきちんとし

た判断ができるようにするためには、既に東京

都を含めて氏名も所属も公表しているんだか

ら、宮崎県もそれに倣ってほしいなという気持

ちもあって、いろいろと意見や質問したところ

ですので、ぜひ管理課長、そのことを含めて主

管課には申し入れをしてください。お願いして

おきます。

今、委員がおっしゃった意見○江藤管理課長

もしっかりと伝えてまいりますが、一つは、懲

戒処分の場合の職員の氏名の公表は、確かに総

務部のほうで検討ということになるのかもしれ

ませんけれども、今回の損害賠償の議案で氏名

をお出しするかどうかという、どういう観点で

出すかということになってきますと、先ほど中

野委員もおっしゃったように、委員会の審議の

場に十分にたえ得るようなといいますか、十分

に説明がつくようなものをお出しする上で氏名

の公表をどうするかというお話が一つあるかと

思います。それと加えてもう一つは、懲戒処分

を受けた職員の氏名の公表がどこまでなのか

と。それぞれ視点は違いますけれども、同じ公

表ということで考えますと、それぞれ十分趣旨

を踏まえた上で検討が必要ではないかというふ

うに考えておりますので、今、委員が言われた

ことも含めて総務部のほうにはしっかり伝えて

まいりたいと思っております。

今いろいろ意見が出ておるところ○押川委員

でありますけれども、今回の交通事故、300万以

上ということで議決を要するからということで

議案に上がっているところでありますけれど

も、そういう中で、先ほどからありますとお

り、教職員の不祥事というのは相当多いという

ことで、こういうものも倣って、懲戒処分を含

むものにおいては氏名等ということでお話が出

ておりますけれども、教職員の不祥事とこうい

う交通事故関係、県有車両での事故、そんなに

たくさんあるわけではないわけですけれども、

とらえ方としてはどのような判断をされている

のか、考え方はどう思っていらっしゃいます

か。

教職員であっても県庁の職員○江藤管理課長

でありましても、同じ公務員でありますから、

考え方に大きな違いはないといいますか、基本

的に同じであるかと思います。

そうであれば、ある程度の規定、○押川委員

基準というものが、300万以上で報告をするので

あればそこに何らかの基準というものがあって

しかりであったのかなという感じがするんで

す。今いろいろ出ていますけれども、今回の場

合においては、我々も議案でありますから受け

ますけれども、本来であれば、報告であれば、

報告の中にそれなりのものが出てきておっても

ある程度しかりであったのかなという感じはす

るんです。今回、事故の内容というのは出して

いただきましたけれども、我々が最初聞いたと
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きには何ら出ていないような状況でしたから、

金額によって報告するんであれば、そういう基

準というのがある程度の時点であってもしかり

であったのではないかなという気がするんで

す。そういうものも全く今の時点ではないとい

うことですね。

それは専決を行うか行わない○江藤管理課長

かといいますか、議案として上げるか専決で報

告するかということ……。

専決の場合は要らないですね。議○押川委員

案に上げる場合には 議案に上げてきてこう―

いう問題が議論になっていると思うんです。公

表までどうなんだということで、その辺は全

然、基準としては今までもないということです

ね。

議会への議案としての提出、○江藤管理課長

あるいは後ほど出てきます専決の報告について

の記載の仕方、それについては特に基準という

ものはございませんで、ただ、今のお出しして

いるスタイル、それを従来から踏襲してきてい

るということであります。

そういうことがあるからなかなか○押川委員

かみ合わない部分が出てくると思うんです。我

々議員としても、例えば幹事長会あたりでどう

するんだということも協議する必要があると思

いますし、皆さん方も関係課部あたりとそこあ

たりを十分議論していただいて、今後どうする

かということにしておかないと、基準のないも

のでいつまでもずっといくというのはどうかな

というふうに思いますから、できればそういう

方向でいかれたらどうかなというふうに思いま

すけれども、どうでしょうか。

押川委員から御提案がありま○江藤管理課長

したことについては、執行部としても、単に執

行部としての考え方を整理するということより

も、議会としてのある程度のまとまったお考え

なりを示していただけるのであれば、それはま

た大変ありがたいことだと考えております。

関連。専決処分云々とありました○中野委員

が、専決処分であっても氏名も所属も公表して

いるところが６県、所属のみが14県、氏名だけ

を公表しているのが１県あるんです。もちろ

ん、議案はさっき言いました。専決処分であっ

ても公表するという大方の流れになっておりま

すので、そのことは含んでいろいろ担当課に

言ってください。お願いします。

当然、検討するということに○江藤管理課長

なれば、同じ損害賠償の案件でありますので、

議案か報告かの違いということでありますの

で、それは同じように取り扱うような形で検討

ということになるかと思います。

そのほかございませんか。○山下委員長

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、今、皆さん方から大○山下委員長

変慎重な審議が行われましたが、氏名、所属、

そして処分のあり方、今かなり議論があったと

思うんですが、公表を求めるかどうかについて

はこの委員会だけで判断するということではな

くて、議会全体で対応していくという案件だと

思いますので、このうち幹事長会議で協議して

もらうよう私のほうで取り計らいたいと考えま

すが、よろしいでしょうか。

こういう議論しても、委員会は委○緒嶋委員

員会としての方向性を持たんと委員長報告もで

きんごとなる。委員長としてのこういう意見が

あったということは当然言わんと、委員会審議

の経過というのを議会で報告できん。幹事長会

は幹事長会で議論してもらうのはいいけれど

も、委員会でこれだけやって何も本会議で報告

もないじゃおかしいわけだから、そういうこと
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は関連をつけてやってください。

委員長報告の中には厳しくこれ○山下委員長

は入れていきたいと思います。

そのほかございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは次に、報告に関する説○山下委員長

明を求めます。

管理課でございます。○江藤管理課長

繰越明許費及び事故繰り越しについて御報告

いたします。

まず、繰越明許費についてでありますが、こ

れは、平成23年度からの繰越明許費の確定につ

いて、地方自治法施行令第146条第２項の規定に

基づきまして報告するものであります。

委員会資料の９ページをお開きください。こ

のページから12ページにかけまして、会計区分

ごと、各課ごと、事業ごとに記載しておりま

す。

11ページの一番下の枠内をごらんください。

一般会計の繰越明許費の確定額は210億5,452

万3,200円であります。繰り越しの理由につきま

しては、各事業ごとに主な理由を記載しており

ますが、用地交渉及び関係機関との調整や工法

の検討等に日時を要したことにより工期が確保

できなかったことなどによるものであります。

次に、12ページをごらんください。上の段が

港湾整備事業特別会計の繰越明許費でございま

す。繰越確定額は１億9,080万円であります。繰

り越しの理由は、関係機関との調整に日時を要

したことによるものであります。下の段の部合

計ですが、一般会計と特別会計を合わせた県土

整備部の繰越明許費合計は212億4,532万3,200円

となっております。

次に、事故繰り越しにつきまして、地方自治

法施行令第150条第３項において準用いたします

同施行令第146条第２項の規定に基づき御報告い

たします。資料の13ページであります。事故繰

り越しとなりましたのは、人にやさしい沿道環

境整備事業で、繰越額は522万円であります。こ

れは、用地交渉に日時を要したことによるもの

であります。

繰越明許費及び事故繰り越しにつきましては

以上であります。

道路保全課であります。○永田道路保全課長

委員会資料の14ページをお開きください。道

路の管理瑕疵に係る損害賠償額を定めたことに

ついて、地方自治法第180条第２項の規定に基づ

き御報告いたします。

今回の報告は、県道岩戸延岡線の支障木接触

事故以下、物損事故が４件でございます。事故

内容別の内訳は、落石事故が２件、支障木接触

事故、路上障害物事故が各１件ずつでありま

す。発生日、発生場所等につきましては、資料

に記載のとおりでございます。損害賠償の範囲

は９万3,150円から39万3,130円となっており、

すべて道路賠償責任保険から支払われます。

説明は以上でありますが、引き続き、道路パ

トロールを徹底するなど、道路施設の安全管理

に努めてまいりたいと存じます。以上です。

建築住宅課であります。○伊藤建築住宅課長

お手元の委員会資料15ページから16ページを

ごらんください。県営住宅の管理上必要な訴え

の提起、和解及び調停について、地方自治法

第180条第２項の規定に基づき御報告いたしま

す。

県営住宅の家賃等を滞納している入居者等に

対しましては、入居者の立場に立ったきめ細か

な指導を行っているところでありますが、入居

者の公平性を確保する観点から、誠意が見られ

ない入居者に対しましては、明け渡し訴訟等の
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法的措置を講じているところであります。表に

掲げております６名につきましては、県営住宅

の家賃等を長期間滞納するなど、これまでの再

三の指導に対しましても誠意が見られないこと

から、「宮崎県営住宅の設置及び管理に関する

条例」第33条第１項の規定に基づき、住宅の明

け渡し請求を行いました。うち３名につきまし

ては、誠意ある対応が見られず、期限までに住

宅を明け渡さなかったことから、住宅の明け渡

しと家賃等請求の訴えを提起するものでありま

す。また、残り３名につきましては、滞納して

いる家賃を分割により納付するという旨の申し

出があり、やむを得ないものとして和解を行う

ものであります。表の右の端の専決年月日にそ

れぞれ専決処分を行ったものであります。

建築住宅課の報告は以上であります。

資料17ページをお開き○中野高速道対策局長

ください。先ほど議案７号、８号で御説明しま

した県有車両による交通事故に伴う他の同乗者

４名への人身損害賠償であります。

対象者４名の治療費及び慰謝料についてであ

りますが、まず、運転者の子供であります福島

未来さんは11万7,250円、及び福島夢来さんにつ

きましては12万642円の賠償額となります。ま

た、同乗しておりました知人の成川美幸さんに

つきましては65万2,515円、その子供であります

成川大和さんについては10万9,492円の賠償額と

なっております。これらにつきまして、地方自

治法第180条第２項の規定に基づき御報告を申し

上げます。

関連しまして、先ほど中野委員から御質問の

ありました支払いの時期でございますが、福島

未来さん、夢来さんの２件につきましては、平

成24年２月７日に支払いをされております。３

件目の成川美幸さんにつきましては、23年３

月25日、成川大和さんの件につきましては、22

年９月30日に支払いがされております。以上で

ございます。

執行部の説明が終了いたしまし○山下委員長

た。報告事項についての質疑はございません

か。

15ページの県営住宅の管理上の訴○図師委員

えの件なんですが、木村さんの住所が鹿児島と

いうのはどういうことでしょうか。

この方につきましては、○伊藤建築住宅課長

明け渡しを要求しまして、一応退去されていま

す。現在、鹿児島にいらっしゃるんですけれど

も、ただ、所有物の物が残っていらっしゃると

いうことで、それで建物を明け渡しされていな

いということで、あわせて明け渡しの請求をし

ているところでございます。

今後、訴えられている３名の方の○図師委員

推移というか、経過はどのような流れになる

か、わかっていれば教えてください。

訴えをした方々の３名で○伊藤建築住宅課長

すけれども、まず３名につきましては、訴訟を

行いまして、裁判に入るということになりまし

て、裁判上で判決が出るというふうに思ってお

ります。

わかりました。○図師委員

なければ、その他報告事項に入○山下委員長

りますけれども、よろしいですか。

それでは次に、その他報告事項に関する説明

を求めます。

建築住宅課であります。○伊藤建築住宅課長

お手元の委員会資料の19ページをごらんくだ

さい。県北地区県営住宅への指定管理者制度の

導入について御報告をいたします。

１の管理運営実績であります。延岡土木事務

所管内の指定管理につきましては、管内の県営
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住宅13団地1,308戸について、平成22年度から延

岡日向宅建協同組合が指定管理者として管理運

営を行っているところであります。

（４）の管理運営の状況でありますが、指定

管理者制度導入前の平成21年度と比べますと、

各種申請書の受付窓口の拡大や、受付時間の延

長、年中無休の窓口を開設するなどの取り組み

がなされており、また家賃の徴収率も大幅に向

上する結果となっております。

（５）の評価でありますが、きめ細かなサー

ビスが提供され、アンケート調査等を見てみま

すと、住民の満足度も高いものとなっておりま

す。また、職員の能力向上に努め、県と連携を

とり合いながら業務を進めるなど、十分な管理

運営が行われているところであります。

次に、20ページをごらんください。２の県北

地区（日向・延岡土木事務所及び西臼杵支庁）

の募集方針（案）についてであります。（１）

の導入方法でありますが、前回に引き続き、延

岡市と共同で募集、選定を行いたいと考えてお

ります。

（２）の業務範囲でありますが、現在の延岡

土木事務所管内に日向土木事務所と西臼杵支庁

の管内を加えた計27団地2,206戸を対象とする管

理区域の拡大を行うものであります。なお、今

回の拡大により、県内すべての県営住宅が指定

管理者による管理となる予定であります。

（３）の指定期間は、前回と同じく３年とし

ております。

（４）の基準価格でありますが、前回と比べ

管理戸数が増加したことにより、年額5,974

万6,000円としております。

（６）の選定につきましては、１次審査で申

請書類による資格審査を行い、その後、指定管

理者候補者選定委員会による２次審査において

選定することとしております。なお、選定委員

会は外部委員の５名から構成されております。

（７）の今後のスケジュールにつきまして

は、ごらんのとおりでございますが、10月の第

２回の選定委員会による候補者の選定の後、11

月議会にて指定管理者の承認をお願いしたいと

いうふうに考えております。

建築住宅課からの報告は以上であります。

執行部の説明が終了いたしまし○山下委員長

た。その他報告事項についての質疑はありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、そのほか何かありま○山下委員長

せんか。

きのうも坂口議員の補助公共、交○緒嶋委員

付金事業等についての議論があったんですけれ

ども、宮崎県は毎年、県土整備部、また環境森

林部、農政水産部、すべて予算が減額されてお

るわけです。地域自主戦略交付金等は、国の査

定というか、予算決定の中で決め方が、１号算

定、２号算定とあるわけですね。継続事業の１

号算定が少なくなれば全体的に交付金は減って

くるということになるので、去年もそうだった

んですが、ことしも減ってくる。ますます継続

事業でこういう公共事業予算を減額していけ

ば、県の基盤、社会資本の整備はまだほかの県

に比べておくれておるのに、公共事業予算が減

ればますますもって国の交付金は減ってくると

いう、地域の要望と逆の形の予算配分になって

くる。何としても公共事業を、宮崎県自身の継

続事業を含めてのそういう公共事業の額をふや

していかんと交付金もふえてこんというふうに

思うわけですけれども、来年度以降に向かっ

て、こういう形では佐賀県よりも少ない。熊本

市ですら交付金で62～63億もらっておるわけで
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す。宮崎県は64億でしょう 合わせて83億で―

あります。宮崎県は県民のニーズに合わないよ

うな予算を組んでいくということになると、社

会資本の整備というのはますます、ほかの地

域、予算を組んでおるところからすると乖離す

る、ギャップがふえてくる、整備がおくれると

いうことになると思うんですけれども、このあ

たりを県土整備部として、これは農政水産部も

環境森林部も言えることですが、この対策とい

うのは、公共事業予算、そのことは公共事業関

係の建設産業、また雇用の問題とか県の景気対

策にも関連するわけですが、そういうことを含

めた場合に、今後どういうことをもって交付金

とか補助金とかの増額を図ろうとしておるの

か。県の予算との乖離した発想の中ではなかな

か難しいわけですけれども、やはりこれはほか

の県と きのうの質問でもあったとおり、こ―

れだけ減っては困るわけです。直轄の事業はふ

えましたからというのは、ある意味では言いわ

けでしかないと私は思うわけです。やはりあく

までも県の自主交付金を使ったそういう事業、

補助金を使った事業等がふえなければならない

わけですので、そのあたりの今後の県土整備部

としての将来展望をどのように進めようとして

おられるのか、お聞かせ願いたいと思うんで

す。なかなか難しいと思うんですけれども、ど

うですか。

今年度の国からの補助交○濱田県土整備部長

付金事業の内示につきましては、今、緒嶋委員

御指摘のとおりでございます。実は昨年度、23

年度につきましても、２月議会で減額補正とい

う形になりまして、その際にも来年度はこうい

うことがないようにという御指摘をいただきま

した。私ども県土整備部、部長以下、予算獲得

に向け、頑張ってきたつもりではございますけ

れども、ふたをあけてみますとこういう非常に

残念な結果になりまして、私どもなぜなんだと

いう思いは持っております。ただしかしなが

ら、いつまでも愚痴っていてもしようがないわ

けでございまして、後をどうするかでございま

すけれども、これはなかなか我々事務方ではい

かんともしがたい部分もございます。我々が期

待するところは、後は国のほうで補正予算を組

んでいただければ、これをまたお願いしていく

ということに尽きるかなというふうに思ってお

ります。

きのうも私、答弁で申し上げましたとおり、

これだけ予算が急激に減少しますといろんな面

で、もちろん社会資本の整備、計画どおりの整

備ができない、ひいては県民生活の利便性向上

にも支障を来しますし、また地域の経済向上を

支えております建設業界に対する影響等も懸念

はしているところでございます。これにつきま

しては、知事にも私のほうからも十分お伝えは

しておりまして、知事からも、補正予算等の確

保に向けては自分としても精いっぱい頑張って

いくというお言葉はちょうだいしているところ

でございます。ちょっとお答えにならないです

けれども、現時点で私どもの考えはそういうこ

とでございます。

県が特別枠で50億組まれたという○緒嶋委員

ことがありますね、今度の特別景気対策的なも

の。しかし、そのことはあくまでも県単である

ので、補助公共とか交付金事業との関連性とい

うのはないんじゃないかなと。それがふえるこ

とで交付金事業がふえればいいんですけれど

も、それは関係ないから、国の交付金というの

は、景気対策で50億組んだからそのことで翌年

度は交付金がふえますということには関連性が

ないと思うんですが、そのあたりはどうです
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か。

今年度、公共三部は、一部非○江藤管理課長

公共事業もございましたけれども、約50億、特

別枠ということで予算措置をしたところであり

ます。基本的に県土整備部としましては、それ

については県単公共事業を組んだということで

ありますが、農政等については補助公共の活用

も一部あったようでございますけれども、県土

整備部として動ける分というのは、委員が言わ

れるように、県単でここ３年ほど大体15億か

ら20億を超える程度のものは何とか措置できて

いるところでありますけれども、言われるよう

に、補助交付金事業についてはこれは全く別の

話でありまして、国の全体的な補助公共の全国

枠、それをいかに確保するかというところから

始まると思っております。その上で、特に社会

資本整備のおくれた地方へのより重点的な配

分、そういったところを強く今後とも求めてい

かざるを得ないということでありまして、ここ

数年の状況としては非常に厳しい状況が続いて

おりますけれども、部長も申し上げたとおり、

とにかくまず予算の確保、国の経済対策等の実

施が見込めればそれが一番ありがたい話ですけ

れども、とにかく継続して予算の確保について

は積極的に取り組んでまいりたいということで

考えております。

それとやはり新規採択箇所をふや○緒嶋委員

していかなければ予算は減っていく。一つの事

業が終わるまでは新規を採択できないというこ

とであれば、毎年、継続事業は減っていくわけ

ですので、新規をどうそれと組み合わせていく

かということが重要なことになるんじゃないか

なという気がするんですけれども、そのあたり

をうまく組み合わせんと、継続事業だけで１号

算定でやられれば、何とかしてくれといって

も、ある意味では毎年減るわけです。その辺の

テクニックというか、それも必要じゃないかと

思うんですけれども、そのあたりはどうです

か。

社会資本の整備につきま○濱田県土整備部長

しては、長期的なスパンに立ちまして、道路に

しろ、河川にしろ、長期的な見通しに立って

やっておりまして、当然、新規事業につきまし

ても毎年度新たに立ち上げていくという計画に

はなっております。ただ、現実的には、国から

の内示額によっては、まことに残念ながら、新

規で立ち上げる予定であった箇所もなかなか立

ち上げられなくなっているというのが今の状況

でございまして、我々としては長期的な見通し

を持って、当然、新規事業についても要望はし

ておりますし、できればそういった形で計画的

にやっていくためにも必要な額の予算が必要で

あるということを今後引き続き国に訴えてまい

りたい、こういうふうに考えております。

いずれにしてもそれをふやさん○緒嶋委員

と、今、予算配分がどうしても、算術的に、継

続事業がどれだけあるかで全国を案分してやる

というような、地域に配慮するというのがほと

んどないわけです。社会資本の整備がおくれて

おるところをふやすという視点が 特に２号―

算定というのは道路延長やらで決まるわけです

ね。それが金額が少ないから、宮崎県のような

整備がおくれて延長の長いところがあっても予

算配分はなかなかふえない。ほとんど１号算定

の継続事業を中心にやるということであります

ので、何としても本当は２号算定 特におく―

れておるところに余計に予算をやってもらえば

ありがたいんだけど、それがない以上は、今の

ルールでいけばなかなか容易じゃないと思うん

ですけれども、来年度はこの厳しさをクリアす
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る方法は何かありますか。

今回の内示で特に厳し○谷口道路建設課長

かったのが道路予算でございまして、先ほど委

員からございました一括交付金の枠、フレーム

につきましても、来年度、内閣府のほうで進め

られるわけですけれども、例えば23年から24年

に２号算定の分がふやされました。その関係も

ありまして、来年度またその枠が広がるのか、

あるいは算定のやり方がどうなるのか、今から

国のほうも動いてくると思いますので、その辺

を十分アンテナを張りまして、情報をとりまし

て、どういった要望の仕方が本県の配分にとっ

て一番有利なのかというのを含めまして、十分

勉強、研究しながら、今後の対応をしていきた

いというふうに考えています。

九州行政機構なんかの問題の中で○緒嶋委員

も、宮崎県がこのままの状態で一緒になっても

宮崎県のためになるのかと私たちは危惧の念を

持っているわけです。社会資本も、均衡ある発

展じゃないけれども、全体が同じような条件の

中で九州が一体にならなければ、おくれたまま

宮崎県が一緒になっても、最後まで、いつまで

たってもほかの県のレベルにはならんのじゃな

いか。できるだけ国が地方分権の中で九州や近

畿圏が頑張れというようなことを支援されて

も、形の上で予算的に支援がなければ、宮崎県

は九州広域機構は反対と言ったほうが宮崎県の

ためになると私は思うんです。それぐらいのこ

とを考えていかんと、本当に均衡ある発展の中

で九州が一体になるなら我々は賛成だけれど

も、その条件がない以上はそれに進むべきじゃ

ないという気持ちが私はしておりますので、そ

ういうことも含めて、宮崎県がどうあるべき

か、知事もそこまで考えて宮崎県の目線で頑

張ってもらわないかんわけですが、そういう思

いもありますので、予算要求をどういう方法で

宮崎県は国に要求するか、県の中で知事とも十

分議論しながら、知事を先頭に頑張ってもらわ

ないかんのだが、知事のそういう姿がなかなか

見えんというのがみんなの今の見方ですので、

ぜひ県土整備部もそういう意味では知事との接

点も多く持って、県土整備部としての意見を十

分伝えてほしい。そのことが知事に伝わってお

るのかなという気がするわけですが、そのあた

りはどうですか。十分伝わっておるんですか、

知事に。

今回の予算の問題につき○濱田県土整備部長

ましては、私、知事室に伺いまして御説明申し

上げた上で、機会あるごとに国のほうにぜひ要

望に行っていただきたいということを申し上げ

まして、知事からも、「わかりました。やりま

す」というお答えはいただいておりますので、

今後、国の景気対策がどうなるかというのはわ

かりませんけれども、機会あるごとに知事を先

頭に予算確保に向けて頑張ってまいりたいと考

えております。

お願いします。○緒嶋委員

ちょっとローカルな話をして申し○中野委員

わけありませんが、継続事業については予算が

ついたというような話でしたが、そうなんです

か。

継続事業につきまして○濱田県土整備部長

は、国からの内示額の範囲内でそれなりの配分

はしているはずでございます。

例えば石阿弥陀五日市線の鍋倉工○中野委員

区、これはことしの４月の土木事務所の話で

は、完全に本年度中で完成しますと。用地交渉

や非常に協力されたので、しますということ

だったんですが、現実はその配分が100％なかっ

たんです。これは予算のどの部分が足らなかっ
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たんですか。

石阿弥陀五日市線の鍋倉○谷口道路建設課長

工区、本年度の箇所づけは、御承知と思います

が、6,000万円つけております。今回、特に道路

の内示が厳しくて、道路の改築系の事業におき

まして、通常、義務額と言われる部分、大型工

事なんかを発注しまして年割りで払わなければ

ならない部分とか、高速のインター関連でも必

ず完成させなければいけないとかいうのが、う

ちの課の持っている予算の中で内示が90億に対

して70億ということで、あと20億でほかの工区

を回さなければいけないという非常に厳しい状

況がありまして、要望どおりにはつけられてい

ないというのが現状でございます。

継続事業はその分だけついたよう○中野委員

な話でしたが、そうではないということです

ね。継続事業であっても満額予算はつかなかっ

たということですか。

当然、要望どおりにはつ○谷口道路建設課長

けられていないというのが現状です。

完成しますと４月に言ったのに、○中野委員

予算は２月の定例議会で通しましたね。満額し

てもらわんと、これは困った話ですね。

先ほども申しましたけれ○谷口道路建設課長

ども、厳しい予算の事情もありまして、本年度

は6,000万、完成の予定としては25年度というこ

とで考えております。

この路線も東から西に工事をする○中野委員

ということで、鍋倉工区が終われば今度は東か

らの入り口の五日市、杉水流の改良工事、これ

は部長が詳しいと思いますが、所長のときから

の懸案事項なんです。そっちのほうが物すごく

おくれるということになりますので、早く、補

正のときには優先して鍋倉工区にはつけていた

だいて、来年度からは五日市からのほうを早速

手をつけていただくよう、よろしくお願いして

おきます。

個別案件ですけれども、県土整○山下委員長

備部長、何かありますか。よろしいですか。

なければ、これで県土整備部の審査を終わり

ます。執行部の皆さん、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時33分休憩

午後２時36分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、21日、

あしたですが、行いたいと思います。開会時刻

は13時30分としたいのですが、よろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○山下委員長

します。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

何もないようでしたら、本日の○山下委員長

委員会を終了したいと思いますが、よろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、以上をもちまして、○山下委員長

本日の委員会を終わります。

午後２時37分散会
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平成24年６月21日（木曜日）

午後１時30分再開

出席委員（８人）

委 員 長 山 下 博 三

副 委 員 長 重 松 幸次郎

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 中 野 一 則

委 員 押 川 修一郎

委 員 右 松 隆 央

委 員 田 口 雄 二

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

議事課主任主事 大 山 孝 治

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

委員会を再開いたします。○山下委員長

まず、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか、一括がよろしいでしょうか。

〔「一括」と呼ぶ者あり〕

それでは、一括して採決をいた○山下委員長

します。

議案第２号、第４号、第６号、第７号、第８

号及び報告第３号について、原案のとおり可決

または承認することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よっ○山下委員長

て、議案第２号外５件については原案のとおり

可決または承認すべきものと決定いたしまし

た。

次に、請願の取り扱いについてであります。

まず、請願第21号の取り扱いはいかがいたし

ましょうか。

〔「継続」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。○山下委員長

請願第21号を継続審査とすることに賛成の方

の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

挙手多数。よって、請願第21号○山下委員長

は継続審査とすることに決定をいたしました。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ます。委員長報告の項目として特に御要望等あ

りませんか。

暫時休憩いたします。

午後１時32分休憩

午後２時０分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたしま○山下委員長

す。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りをい

たします。

「商工観光振興対策及び土木行政の推進に関

する調査」については継続審査といたしたいと

思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ありませんので、この○山下委員長

旨、議長に申し出ることといたします。

次に、高速自動車国道建設促進宮崎県期成同

盟会総会についてであります。

今年度は７月20日（金）に開催を予定してお
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ります。当同盟会は当委員会が主体となって活

動を行うこととなっており、昨年の総会以降の

経過を中心に委員長が報告を行うこととなって

おります。この報告に当たって、お手元に配付

の委員長報告骨子（案）をもとに行いたいと

思っておりますが、御意見はございませんか。

暫時休憩いたします。

午後２時１分休憩

午後２時２分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

それでは、総会における委員長報告につきま

しては、詳細については正副委員長に御一任い

ただくことで御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたしま○山下委員長

す。

なお、総会当日は、午前11時から総会におけ

る委員長報告を協議するための全員協議会、午

後１時30分から基調講演、午後２時10分から総

会となりますので、よろしくお願いをいたしま

す。

次に、閉会中の委員会についてであります。

７月は、高速自動車国道建設促進宮崎県期成

同盟会総会の前々日、18日（水）に高速道路の

整備等についての説明を受け、質疑を行った

後、総会における委員長報告について協議を行

いますので、よろしくお願いいたします。

次に、県外調査についてであります。

暫時休憩いたします。

午後２時３分休憩

午後２時９分再開

委員会を再開いたします。○山下委員長

県外調査につきましては、10月16日から18日

にかけて、ただいまの御意見を踏まえて実施す

ることとし、詳細については正副委員長に御一

任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いた○山下委員長

します。

なお、具体的な行程等につきましては、後日

連絡いたしますので、よろしくお願いいたしま

す。

そのほか何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

何もなければ、これで委員会を○山下委員長

終了いたします。委員の皆様、お疲れさまでし

た。

午後２時10分閉会




